
外
国
人
（
・
難
民
）
受
け
入
れ
の
法
理
と
そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の

イ・

寺

初

世

子

外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

は
じ
め
に

目

次

は
じ
め
に

第
一
章
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史

第
二
章
外
国
人
受
け
入
れ
の
法
理
・
実
際
・
間
題
点

第
三
章
　
難
民
受
け
入
れ
の
法
理
・
実
際
・
問
題
点

第
四
章
外
国
人
（
・
難
民
）
受
け
入
れ
の
法
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の

お
わ
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
「
国
際
化
」
と
い
う
言
葉
を
目
に
し
、
耳
に
し
な
い
日
は
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
今
の
日
本
の
「
世
は
ま
さ
に
『
国
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

化
時
代
』
で
あ
る
」
と
さ
え
書
い
て
い
る
人
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
国
際
化
」
な
る
言
葉
に
は
、
確
立
し
た
定
義
が
い
ま
だ
に
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

こ
の
語
を
使
用
す
る
人
ご
と
に
、
そ
の
意
味
内
容
が
異
っ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
厳
密
に
い
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
わ
た
く
し
達
は
日
頃
、
も
っ
と
気
軽
に
「
国
際
化
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、
そ
の
意
味
内
容
も
何
と
な
く
解
っ
て

い
る
つ
も
り
で
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
の
「
国
際
化
」
は
、
人
、
物
、
文
化
等
々
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
求
め
ら
れ
、
ま
た
事
実
進
展
し
て
い
る
が
、
小
稿
で
は
、
こ

一1一
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④

れ
を
人
的
な
分
野
に
限
定
し
、
特
に
外
国
人
（
そ
の
特
別
な
人
達
と
し
て
の
難
民
を
含
む
）
の
受
け
入
れ
と
い
う
側
面
で
の
「
日
本
の
国
際
化
」

に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。
順
序
と
し
て
は
、
ま
ず
日
本
の
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史
を
概
観
し
（
第
一
章
）
、
つ
ぎ
に
外
国
人
受
け
入

れ
の
法
理
と
、
日
本
の
実
際
お
よ
び
そ
の
間
題
点
を
さ
ぐ
り
（
第
二
章
）
、
つ
づ
い
て
難
民
受
け
入
れ
の
法
理
と
日
本
の
実
際
お
よ
び
そ
の
間

題
点
を
検
討
し
た
（
第
三
章
）
後
、
外
国
人
（
・
難
民
）
受
け
入
れ
の
法
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
に
少
し
ふ
れ
て
（
第
四
章
）
、
全
体
を
ま
と

め
る
（
お
わ
り
に
）
こ
と
と
し
た
。

第
一
章
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
日
本
は
、
そ
の
地
理
的
条
件
か
ら
し
て
も
、
近
世
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
二
百
余
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
と
っ
て
い
た
鎖
国
政
策
の
結
果
か
ら

も
、
そ
の
歴
史
を
通
じ
て
外
国
人
と
の
接
触
は
極
め
て
少
な
く
、
日
本
に
住
む
外
国
人
の
数
も
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
日
本
に
、
外
国
人
が
来
た
こ
と
が
全
く
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
右
の
鎖
国
前
で
も
、
古
く
は
大
和
朝
廷
の
時

代
に
、
日
本
は
朝
鮮
や
中
国
の
す
ぐ
れ
た
技
術
者
を
迎
え
入
れ
て
、
畿
内
に
住
ま
わ
せ
、
い
ろ
い
ろ
な
技
術
移
入
を
し
て
い
る
。
こ
の
人
達
は

　
　
　
　
　
　

今
日
、
渡
来
人
と
呼
ば
れ
、
そ
の
多
く
は
百
済
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
亡
命
者
で
な
い
渡
来
人
も
全
く
な
い
こ
と
は

な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
人
達
は
、
来
日
後
、
そ
の
多
く
が
日
本
に
同
化
し
、
日
本
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考

　
　
　
⑧

え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
が
起
し
た
文
禄
・
慶
長
の
役
で
は
、
こ
の
戦
役
に
参
加
し
た
各
大
名
が
朝
鮮
か
ら
連
れ
帰
っ
た
「
被
捕
人
」
の
数
が
膨
大

な
も
の
と
な
り
、
戦
後
、
交
渉
の
結
果
、
そ
の
一
部
（
約
七
、
五
〇
〇
人
）
が
刷
還
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
残
っ
た
者
は
、
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

日
本
に
留
ま
り
、
融
合
・
同
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
鎖
国
中
も
中
国
人
や
オ
ラ
ン
ダ
人
は
、
長
崎
で
日
本
と
貿
易
関
係
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
長
崎
以
外
の
地
で
の
日
本
人
と

一2一
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の
接
触
は
厳
し
く
制
限
さ
れ
、
た
と
え
ば
こ
れ
ら
の
国
の
人
々
が
難
破
等
の
理
由
で
長
崎
以
外
の
土
地
に
漂
着
す
る
と
、
日
本
は
早
急
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

人
達
を
長
崎
に
送
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
本
国
に
送
り
返
し
て
い
た
模
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
そ
し
て
江
戸
末
期
、
ペ
リ
ー
の
来
航
を
契
機
に
わ
が
国
が
開
港
（
開
国
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
か
ら
も
、
ボ
ァ
ソ
ナ
ー
ド
の
よ
う
な
、
政
府

が
招
聰
し
た
若
干
の
外
国
人
は
別
と
し
て
、
日
本
に
来
る
外
国
人
が
急
激
に
増
え
る
と
い
っ
た
事
実
は
な
か
っ
た
。
ま
し
て
、
日
本
に
外
国
人

亡
命
者
が
、
大
量
に
庇
護
を
求
め
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
日
本
に
亡
命
し
て
来
た
外
国
人
が
皆
無
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
今
日
で
も
近
代
中
国
の
父
と
い
わ
れ
る
孫
文
は
、
明
治
時
代
に
清
国
政
府
に
対
す
る
革
命
に
失
敗
し
て
一
時
期
日

本
に
亡
命
し
て
来
て
い
た
し
（
一
八
九
五
年
ー
一
九
二
年
に
か
け
て
亡
命
。
こ
の
間
何
度
か
日
本
を
出
国
し
て
は
い
る
）
、
一
八
九
八
年
の

ぽ
じ
ゆ
つ
　
　
　
⑬

戊
戌
の
政
変
に
敗
れ
た
康
有
為
、
染
啓
超
と
い
っ
た
人
達
も
日
本
に
亡
命
し
て
来
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
数
少
な
い
例
外
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
期
、
日
本
で
起
っ
た
と
い
う
二
つ
の
留
学
生
憤
死
事
件
は
、
日
本
の
外
国
人
に
対
す
る
冷
淡
さ
を
よ
く
反
映
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
と
も
い
え
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
や
が
て
日
本
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
、
い
ち
早
く
そ
の
近
代
化
（
西
欧
化
）
に
成
功
し
、
清
国
、
ロ
シ
ア
と
い
っ
た
大
国
と
の
戦
争
に
勝
ち
、

近
隣
の
台
湾
、
朝
鮮
半
島
等
を
そ
の
植
民
地
と
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
植
民
地
の
人
々
は
、
た
と
え
ば
内
地
の
日
本
人
と
は
別
の
戸
籍
に
入

れ
ら
れ
る
な
ど
、
完
全
に
も
と
か
ら
の
日
本
人
と
同
等
の
扱
い
を
受
け
た
と
は
い
え
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
や
は
り
「
日
本
国
籍
」
を
も
つ
人
々

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
達
が
日
本
（
内
地
）
に
や
っ
て
来
る
の
は
決
し
て
外
国
人
の
入
国
で
は
な
か
っ
た
。
ど
れ
位
の
人
数
の
人

達
が
、
第
二
次
大
戦
以
前
に
、
自
ら
望
ん
で
内
地
に
や
っ
て
来
た
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
第
二
次
大
戦
中
、
戦
死
者
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ

て
、
労
働
力
補
強
の
た
め
、
「
強
制
徴
用
」
、
「
強
制
連
行
」
と
い
っ
た
形
で
無
理
矢
理
内
地
に
連
れ
て
来
ら
れ
、
苛
酷
な
労
働
条
件
の
下
に
働

く
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
膨
大
な
数
の
人
々
も
あ
わ
せ
、
そ
の
数
は
一
九
四
五
年
八
月
の
日
本
の
敗
戦
時
で
、
二
七
〇
萬
人
に
達
し
た
と
も
推
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
の
敗
戦
を
境
い
に
、
こ
れ
ら
旧
植
民
地
出
身
の
人
達
は
、
国
籍
選
択
の
余
地
な
く
、
旧
国
籍
に
戻
さ
れ
た
の
で
あ

⑯り
、
そ
の
結
果
、
日
本
は
、
従
来
に
な
く
大
量
の
外
国
人
を
数
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
人
達
の
大
半
は
自
ら
船
を
仕
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立
て
る
な
ど
し
て
、
元
の
出
身
地
に
戻
り
、
昭
和
二
五
年
（
一
九
五
〇
年
）
現
在
で
外
国
人
登
録
を
し
て
い
る
朝
鮮
人
・
韓
国
人
お
よ
び
中
国

人
（
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
台
湾
出
身
者
と
考
え
ら
れ
る
）
の
数
は
五
八
五
、
三
八
四
人
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
（
末
尾
付
表
ω
参
照
）
。
し
か
し
、

こ
の
数
は
、
同
じ
年
の
外
国
人
登
録
者
総
数
の
九
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
逆
に
、
こ
の
当
時
、
い
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

日
本
に
い
る
旧
植
民
地
出
身
者
以
外
の
外
国
人
が
少
な
か
っ
た
か
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
日
本
の
敗
戦
と
同
時
に
、
戦
勝
国
（
連
合
国
）
の
軍
隊
が
、
占
領
軍
と
し
て
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
構
成
員
（
連
合

国
軍
の
将
兵
及
び
連
合
国
軍
に
付
属
し
又
は
随
伴
す
る
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
の
家
族
な
ど
）
達
外
国
人
が
、
－
当
然
、
日
本
に
多
勢
や
っ
て
来

た
が
、
こ
れ
ら
の
人
達
は
昭
和
二
二
年
の
外
国
人
登
録
令
上
は
、
外
国
人
の
定
義
か
ら
は
ず
さ
れ
、
外
国
人
登
録
の
義
務
を
免
除
さ
れ
て
い
た

（
第
二
条
第
一
号
）
。
そ
し
て
講
和
条
約
が
発
効
し
、
日
本
の
占
領
が
終
了
し
た
後
も
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
に
安
全
保
障
条
約
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

結
び
、
米
軍
へ
の
基
地
の
提
供
を
約
束
し
た
の
で
、
日
本
に
は
米
軍
の
駐
留
が
続
く
こ
と
と
な
っ
た
が
、
こ
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

「
在
日
米
軍
の
地
位
協
定
」
に
よ
っ
て
特
別
扱
い
が
規
定
さ
れ
た
の
で
、
外
国
人
で
は
あ
り
、
そ
の
数
も
決
し
て
少
な
く
は
な
い
が
、
日
本
が

受
け
入
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
外
国
人
と
は
い
い
難
い
部
分
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
七
〇
年
代
の
後
半
か
ら
、
経
済
復
興
の
な
っ
た
日
本
は
、
こ
れ
ま
で
の
被
援
助
国
の
立
場
か
ら
一
転
し
て
、
発
展
途
上
国

へ
の
経
済
援
助
が
求
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。
ま
た
、
日
本
が
第
二
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
を
乗
り
こ
え
た
一
九
八
○
年
代
に
入
る
と
、
こ
の

国
は
完
全
に
経
済
大
国
の
一
つ
と
な
り
、
日
本
に
援
助
を
求
め
る
声
は
ま
す
ま
す
強
く
な
っ
た
。
一
九
八
五
年
九
月
二
二
日
の
プ
ラ
ザ
合
意
に

よ
っ
て
始
っ
た
円
高
は
、
一
時
期
、
日
本
に
円
高
不
況
を
も
た
ら
し
た
が
、
翌
年
一
一
月
か
ら
は
反
転
し
て
次
第
に
景
気
が
高
ま
り
、
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

七
・
八
年
以
降
は
超
大
型
景
気
を
謳
歌
す
る
よ
う
に
な
る
。
当
然
日
本
の
こ
の
よ
う
な
好
景
気
は
企
業
の
求
人
を
増
大
さ
せ
た
が
、
同
時
に
外

国
人
に
と
っ
て
も
、
日
本
は
魅
力
あ
る
出
稼
ぎ
先
と
映
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
日
本
は
い
わ
ゆ
る
「
単
純
労
働
」

と
い
う
在
留
資
格
で
外
国
人
が
日
本
に
在
留
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
（
次
章
参
照
）
。
こ
の
た
め
に
、
留
学
と
か
観
光
と
か
い
っ
た
在
留

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
⑳

資
格
で
日
本
に
滞
在
し
、
「
単
純
労
働
」
に
従
事
す
る
「
不
法
就
労
者
」
が
増
加
し
、
大
き
な
社
会
間
題
と
な
る
に
至
っ
た
。
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そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
（
不
法
）
労
働
者
の
存
在
を
大
き
く
ク
ロ
ー
ス
ア
ッ
プ
し
て
見
せ
た
の
が
、
一
九
八
九
年
夏
に
起
っ
た
ボ
ー

　
　
　
　
の

ト
ピ
ー
プ
ル
の
、
西
日
本
地
域
へ
の
大
量
漂
着
事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
末
尾
の
付
表
ω
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
九
八
○
年
を
ピ
ー
ク
と

し
て
以
後
漸
減
傾
向
に
あ
っ
た
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
日
本
上
陸
数
が
、
一
九
八
七
年
を
境
い
に
ふ
た
た
び
増
勢
に
転
じ
、
一
九
八
九
年
に
は
実

に
三
八
件
、
三
、
四
九
八
人
（
海
上
救
助
・
一
六
件
・
六
九
四
人
、
直
接
到
着
・
二
二
件
・
二
、
八
〇
四
人
）
と
い
う
過
去
に
例
を
見
な
い
数

に
達
し
て
、
日
本
人
を
驚
か
せ
た
の
で
あ
っ
た
（
付
表
⑥
参
照
）
。
も
っ
と
も
、
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
人
達
に
つ
い
て
の
調
査
が
進
む
に
つ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

彼
等
の
中
に
は
イ
ン
ド
シ
ナ
（
ベ
ト
ナ
ム
）
難
民
を
偽
装
し
た
大
量
の
中
国
人
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
解
り
、
ま
た
イ
ン
ド
シ
ナ
（
ベ
ト
ナ

ム
）
人
の
中
に
も
、
難
民
と
い
う
よ
り
は
、
単
な
る
出
稼
ぎ
を
目
的
と
す
る
人
々
が
あ
り
う
る
こ
と
も
判
明
し
て
、
日
本
は
一
九
八
九
年
の
第

二
回
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国
際
会
議
の
決
定
を
受
け
、
同
年
九
月
二
二
日
か
ら
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
（
難
民
資
格
審
査
）
」

を
実
施
す
る
こ
と
に
決
め
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
審
査
に
お
い
て
入
管
法
第
一
八
条
の
二
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
、
日
本
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

る
い
は
第
三
国
へ
の
定
住
が
で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
現
在
一
万
人
の
定
住
枠

を
設
定
し
て
い
る
（
一
九
八
五
年
七
月
九
日
閣
議
了
解
に
よ
る
）
が
、
U
N
H
C
R
（
国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所
）
資
料
等
に
よ
る
平
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

二
年
三
月
三
一
日
現
在
の
わ
が
国
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
累
計
受
け
入
れ
数
は
、
六
、
六
二
四
人
に
過
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
以
上
に
概
観
し
た
と
こ
ろ
を
ま
と
め
れ
ば
、
日
本
に
と
っ
て
の
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
時
期
に
分
類

で
き
よ
う
。
ま
ず
第
一
の
時
期
は
、
古
代
か
ら
鎖
国
（
な
い
し
は
開
国
）
ま
で
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
も
、
大
和
朝
廷
時
代
や
文
禄
・

慶
長
の
役
に
際
し
て
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
の
外
国
人
が
日
本
に
き
て
（
あ
る
い
は
連
れ
て
来
ら
れ
て
）
い
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
か

な
り
の
人
数
の
人
が
刷
還
さ
れ
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
、
当
時
と
し
て
は
交
通
手
段
も
発
達
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
は
、
結
局
日
本

人
の
中
に
融
合
・
同
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
当
時
と
し
て
は
、
今
日
の
よ
う
な
「
国
籍
」
の
概
念
は
な
く
、
し

た
が
っ
て
「
帰
化
」
と
い
う
よ
う
な
手
続
き
を
経
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
要
す
る
に
事
実
上
、
日
本
人
の
中
に
融
け
込
ん
だ
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
来
日
し
た
外
国
人
が
日
本
に
技
術
を
教
え
、
あ
る
い
は
戦
争
の
結
果
不
足
と
な
っ
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た
労
働
力
を
補
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
外
国
人
の
来
日
は
、
日
本
に
と
っ
て
、
利
益
と
な
り
、
日
本
に
恩

恵
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
第
二
の
時
期
は
、
第
二
次
大
戦
に
お
け
る
日
本
の
敗
戦
に
よ
り
、
戦
争
中
、
日
本
が
旧
植
民
地
地
域
か
ら
大
量
に
連
れ
て
来
て
い
た
人
々
が
、

突
如
と
し
て
外
国
人
と
な
り
、
日
本
に
在
住
す
る
こ
と
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
旧
植
民
地
出
身
者
の
中
に
も
、
強
制
連
行
に
よ
ら

ず
に
日
本
に
来
て
い
た
人
が
全
く
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
角
こ
の
人
達
の
大
多
数
は
望
ん
で
日
本
（
内
地
）
に
来
た

わ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
敗
戦
に
よ
っ
て
自
分
達
の
出
身
地
が
も
と
の
よ
う
に
な
る
か
ら
に
は
、
当
然
、
そ
こ
へ
帰
る
希
望
が
強
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
六
〇
万
人
近
い
人
が
日
本
に
残
り
、
日
本
と
し
て
は
か
つ
て
な
い
大
量
の
外
国
人
を
国
内
に
擁
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
人
達
は
、
か
つ
て
日
本
人
（
「
日
本
国
籍
」
を
有
す
る
人
）
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
（
内
地
）

で
生
れ
、
日
本
人
と
し
て
育
ち
、
日
本
語
し
か
話
せ
な
い
人
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
こ
の
人
達
は
、
日
本
が
受
け
入
れ
て
い
る
他
の

外
国
人
達
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
俄
か
に
「
外
国
人
」
と
な
っ
た
こ
れ
ら
の
人
達
に
対
す
る
日
本
の
態

度
は
決
し
て
暖
か
い
も
の
で
な
か
っ
た
。
こ
の
人
達
が
、
ど
う
し
て
日
本
に
在
留
す
る
に
至
っ
た
の
か
、
そ
れ
が
い
か
に
日
本
の
勝
手
な
都
合

に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
う
い
っ
た
事
情
を
ほ
と
ん
ど
掛
酌
す
る
こ
と
な
く
、
こ
の
人
達
を
単
な
る
「
外
国
人
」
と
し
て
、
他
の
外
国
人

と
同
じ
よ
う
に
管
理
し
、
扱
お
う
と
す
る
態
度
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
態
度
は
こ
の
人
達
の
本
国
と
の
交
渉
の
結
果
、
次
第
に

改
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
韓
法
的
地
位
協
定
第
三
条
に
よ
る
退
去
強
制
措
置
の
緩
和
等
、
他
の
外
国
人
と
は
若
干
異
る
地
位
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
来
て
は
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
人
達
の
日
本
で
の
永
住
権
の
間
題
、
そ
の
他
こ
の
人
達
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
権
利
の
問
題
、
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

人
登
録
に
際
し
て
の
指
紋
押
な
つ
の
間
題
、
な
ど
な
ど
、
諸
々
の
間
題
が
い
ま
な
お
残
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
現
在
（
平
成
元
年
末

現
在
）
で
も
朝
鮮
人
・
韓
国
人
だ
け
で
外
国
人
登
録
者
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
近
く
を
占
め
る
こ
の
人
達
を
日
本
が
ど
う
処
遇
し
て
行
く
か
、
ど

れ
だ
け
寛
大
に
受
け
入
れ
て
行
く
か
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
国
際
化
を
試
す
大
き
な
試
金
石
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
第
二
期
と
も
い
う
べ
き
こ
の
時
期
に
は
、
日
本
の
占
領
軍
（
連
合
国
軍
）
の
構
成
員
等
が
、
ま
た
講
和
成
立
後
は
ア
メ
リ
ヵ
駐
留
軍
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⑳

の
構
成
員
等
が
、
相
当
数
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
外
国
人
達
は
、
先
述
の
よ
う
に
「
在
日
米
軍
の
地
位
協
定
」

に
よ
っ
て
特
別
な
扱
い
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
小
稿
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

　
最
後
に
、
第
三
の
時
期
と
は
、
円
高
景
気
、
超
大
型
景
気
と
い
わ
れ
る
日
本
の
経
済
の
好
況
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
来
る
外
国
人
労
働
者
の
大

量
在
日
1
そ
れ
も
不
法
な
形
で
の
ー
と
い
う
問
題
を
か
か
え
て
い
る
ま
さ
に
「
い
ま
、
現
在
」
と
い
う
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
「
外
国
人
単
純
労
働
者
」
を
日
本
は
受
け
入
れ
る
の
か
ど
う
な
の
か
と
い
う
問
題
に
行
き
つ
く
が
、
こ
れ
も
国
際
化
日
本
の
大
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

課
題
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
時
期
に
は
、
日
本
に
来
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
も
、
外
国
人
受
け
入
れ
と
の
か
か
わ
り
で
問
題
と
な
る
が
、
こ
れ
は

難
民
受
け
入
れ
の
問
題
と
し
て
、
第
三
章
で
扱
う
こ
と
と
し
た
い
。

①
　
こ
れ
は
筆
者
が
直
接
確
認
で
き
た
も
の
で
は
な
い
が
、
難
民
を
助
け
る
会
の
代
表
幹
事
で
あ
る
吹
浦
忠
正
氏
が
引
用
し
て
お
ら
れ
る
広
島
大
学
の
喜
多

　
村
和
之
氏
の
調
査
で
は
、
こ
の
「
国
際
化
」
と
い
う
語
の
最
初
の
使
用
例
は
、
一
九
六
二
年
七
月
一
五
日
付
の
『
日
本
経
済
新
聞
』
紙
上
に
、
『
朝
日
新
聞
』

　
紙
上
に
は
そ
の
五
年
後
に
見
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
吹
浦
忠
正
　
　
『
難
民
－
世
界
と
日
本
』
　
平
成
元
年
九
月
三
日
　
日
本
教
育
新
聞
社
出
版
局

　
三
頁
参
照
。

②
吹
浦
同
書
三
頁
。

③
朝
日
現
代
用
語
『
智
恵
蔵
』
一
九
九
〇
年
版
朝
日
新
聞
社
五
五
七
頁
。

④
難
民
は
外
国
人
に
は
違
い
な
い
が
、
特
に
そ
の
入
国
に
関
し
て
は
特
別
な
法
理
が
支
配
す
る
と
筆
者
は
考
え
る
の
で
、
通
常
の
外
国
人
と
は
別
に
検
討

　
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
「
通
常
の
外
国
人
」
と
「
難
民
」
の
相
違
に
つ
い
て
は
次
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
　
地
理
的
条
件
の
第
一
は
、
島
国
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
島
は
、
地
球
上
最
大
の
海
洋
で
あ
る
太
平
洋
の
中
に
位
置
し
て
い
た
（
第
二
の

　
条
件
）
。
も
っ
と
も
日
本
列
島
は
、
太
平
洋
の
真
中
に
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
大
陸
に
近
接
し
た
位
置
に
は
あ
っ
た
。
だ
が
日
本
海
を
は
さ
ん
で
近
接
し
て
い

　
る
諸
国
（
ソ
連
、
韓
国
・
朝
鮮
）
と
は
互
い
に
背
中
を
向
け
合
う
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
国
々
と
密
接
な
関
係
が
な
か
っ
た

　
か
ら
、
向
き
合
っ
た
地
域
に
大
都
市
が
発
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
太
平
洋
を
越
え
て
外
国
と
の
接
触
が
始
ま
る
に
は
、
そ
れ

　
だ
け
の
航
海
技
術
の
発
達
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

⑥
江
戸
幕
府
は
、
キ
リ
ス
ト
教
禁
止
を
名
目
と
し
て
、
中
国
・
オ
ラ
ン
ダ
以
外
の
外
国
人
の
渡
来
と
貿
易
を
禁
じ
、
ま
た
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
も
禁
じ
た
。
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こ
の
鎖
国
体
制
を
作
る
た
め
に
、
幕
府
は
一
連
の
法
令
を
出
し
た
が
、
特
に
一
六
三
五
年
（
寛
永
一
二
年
）
の
海
外
渡
航
禁
止
令
と
、
一
六
三
九
年
の
ポ

　
ル
ト
ガ
ル
船
来
航
禁
止
令
と
を
鎖
国
令
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
鎖
国
は
、
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
、
神
奈
川
で
、
ア
メ
リ
ヵ
全
権
使
節
ペ
リ
ー
と
、
幕

　
府
全
権
林
大
学
頭
輝
以
下
四
名
と
の
問
に
締
結
調
印
さ
れ
た
「
日
米
和
親
条
約
」
（
別
名
神
奈
川
条
約
）
に
よ
っ
て
、
終
焉
を
と
げ
た
。
日
本
は
開
国
し
（
さ

　
せ
ら
れ
）
た
の
で
あ
る
。
（
広
辞
苑
、
関
連
項
目
よ
り
。
）

⑦
か
つ
て
は
「
帰
化
人
」
と
も
い
わ
れ
て
い
た
が
、
今
日
で
は
も
っ
ぱ
ら
「
渡
来
人
」
の
語
が
用
い
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

⑧
こ
の
時
期
の
百
済
か
ら
の
亡
命
者
を
中
心
に
研
究
さ
れ
た
関
晃
氏
の
書
物
に
よ
れ
ば
、
新
撰
姓
氏
録
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
氏
」
の
う
ち
、
そ
の
三
〇
パ
ー

　
セ
ン
ト
は
帰
化
人
系
と
い
わ
れ
、
現
代
の
日
本
人
は
、
誰
で
も
、
古
代
の
帰
化
人
達
の
血
を
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
や
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
は
受
け
継
い
で
い
る

　
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
関
晃
『
帰
化
人
ー
古
代
の
政
治
・
経
済
・
文
化
を
語
る
』
日
本
歴
史
新
書
　
昭
和
五
三
年
重
版
　
至
文

　
堂
　
一
三
八
～
一
五
一
頁
。
と
く
に
新
撰
姓
氏
録
に
つ
い
て
は
三
・
四
頁
参
照
。

⑨
内
藤
篤
輔
『
文
禄
・
慶
長
役
に
お
け
る
被
摘
人
の
研
究
』
一
九
七
六
年
東
大
出
版
会
一
～
二
〇
七
頁
（
と
く
に
二
頁
）
参
照
。
な
ぜ
、
諸
大
名

　
が
こ
れ
程
多
勢
の
朝
鮮
人
を
連
れ
帰
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
、
大
和
朝
廷
時
代
と
同
様
、
技
術
移
入
の
目
的
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
他

　
に
も
、
内
地
か
ら
朝
鮮
へ
連
れ
て
行
か
れ
て
戦
争
の
た
め
に
失
わ
れ
た
日
本
人
（
そ
の
多
く
は
農
民
で
あ
ろ
う
）
の
労
働
力
を
補
う
た
め
で
あ
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
て
い
る
。
刷
還
さ
れ
な
か
っ
た
被
摘
人
は
日
本
人
女
性
と
結
ば
れ
、
す
で
に
家
庭
を
作
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
が
原
因
と
見
ら
れ
て
い
る
。

⑩
大
庭
脩
編
著
『
宝
歴
三
年
八
丈
島
漂
着
南
京
船
資
料
i
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集
二
』
一
九
八
五
年
関
西
大
学
出
版
部
四
五
五
ー
四
五
七

　
頁
、
お
よ
び
、
田
中
謙
二
・
松
浦
章
編
著
『
文
政
九
年
遠
州
漂
着
得
泰
船
資
料
－
江
戸
時
代
漂
着
唐
船
資
料
集
・
二
』
一
九
八
六
年
　
関
西
大
学
出
版

　
部
　
五
七
八
～
五
八
○
頁
、
等
に
お
け
る
記
述
を
参
照
。

⑪
一
八
五
三
年
（
嘉
永
六
年
）
、
浦
賀
に
来
航
。

⑫
日
本
の
開
国
そ
の
も
の
は
、
一
八
五
四
年
（
安
政
元
年
）
に
行
わ
れ
た
。
前
出
注
⑥
参
照
。

⑬
変
法
自
強
（
法
を
変
じ
て
、
自
ら
強
く
す
る
と
い
う
意
味
）
の
名
の
下
に
、
康
有
為
ら
が
、
清
朝
末
期
、
日
本
の
明
治
維
新
に
な
ら
っ
て
、
憲
法
制
定
・

　
国
会
開
設
・
学
制
改
革
等
を
提
唱
し
、
徳
宗
の
用
い
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
余
り
に
急
激
な
変
革
を
行
お
う
と
し
た
た
め
、
西
太
后
ら
の
旧
守
派
か
ら

　
武
力
弾
圧
を
受
け
、
改
革
は
失
敗
に
終
っ
た
。
（
広
辞
苑
、
関
係
項
目
よ
り
。
）

⑭
事
件
の
一
つ
は
、
一
九
〇
五
年
の
中
国
人
留
学
生
陳
天
華
氏
の
自
殺
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
一
九
〇
九
年
の
ベ
ト
ナ
ム
人
留
学
生
チ
ャ
ン
・
ド
ン
・
フ
i

　
氏
の
自
殺
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
事
件
も
わ
が
国
で
そ
れ
程
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
事
件
を
、
宮
崎
繁
樹
先
生
の
著
書

　
を
通
じ
て
知
っ
た
。
宮
崎
繁
樹
『
出
入
国
管
理
ー
現
代
の
「
鎖
国
」
ー
』
三
省
堂
新
書
八
七
　
昭
和
四
五
年
　
三
省
堂
　
六
ー
九
頁
参
照
。
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

⑮
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
年
）
、
日
本
は
イ
ギ
リ
ス
と
の
問
に
日
英
通
商
航
海
条
約
を
締
結
（
一
八
九
九
年
実
施
）
し
た
が
、
こ
れ
は
わ
が
国
懸
案
の
不

　
平
等
条
約
改
正
を
実
現
す
る
最
初
の
条
約
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
条
約
よ
っ
て
、
日
本
は
治
外
法
権
の
撤
廃
と
関
税
自
主
権
の
部
分
的
回
復
に
成

　
功
し
た
の
で
あ
る
。

⑯
日
本
国
と
の
平
和
条
約
（
一
九
五
一
年
九
月
八
日
署
名
、
｝
九
五
二
年
四
月
こ
八
日
発
効
）
で
は
、
朝
鮮
は
日
本
か
ら
独
立
し
（
第
二
条
＠
）
、
台
湾
も

　
日
本
が
こ
の
地
に
対
す
る
す
べ
て
の
権
利
、
権
限
及
び
請
求
権
を
放
棄
す
る
（
第
二
条
⑥
）
こ
と
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
領
土
処
理
条
項
は
、

　
本
来
な
ら
ば
、
こ
の
講
和
条
約
発
効
の
時
に
効
力
を
生
ず
る
筈
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
旧
植
民
地
出
身
者
が
日
本
国
籍
を
喪
失
す
る
の
も
こ
の
時
点

　
に
お
い
て
の
筈
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
は
、
昭
和
二
二
年
五
月
二
日
の
外
国
人
登
録
令
（
勅
令
第
二
〇
七
号
。
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日

　
す
な
わ
ち
講
和
条
約
発
効
と
同
時
に
廃
止
）
第
一
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
台
湾
人
の
う
ち
外
務
大
臣
の
定
め
る
も
の
及
び
朝
鮮
人
は
、
こ
の
勅
令
の
適

　
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
外
国
人
と
み
な
す
。
」
と
規
定
し
、
外
国
人
登
録
を
義
務
づ
け
た
の
で
あ
る
（
第
四
条
第
一
項
）
。
も
っ
と
も
、
そ

　
の
一
方
で
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
く
外
務
省
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
法
律
第
一
二
六
号
ー
い
わ
ゆ
る
法
第
一
二
六
号
）
で
は
、
「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
の
規
定
に
基
づ
き
同
条
約
の
最
初
の
効
力
発
生
の
日
に
お
い
て
日
本

　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
の
国
籍
を
離
脱
す
る
者
」
（
第
二
条
第
六
項
（
傍
点
筆
者
）
、
第
二
条
第
一
項
第
三
号
も
参
照
）
と
も
規
定
し
て
、
「
外
国
人
と
み
な
さ
れ
た
」
人
達
の
国
籍

　
が
、
日
本
に
あ
っ
た
こ
と
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑰
日
本
に
お
け
る
外
国
人
登
録
者
数
中
に
占
め
る
朝
鮮
人
・
韓
国
人
数
の
高
率
は
今
日
で
も
続
き
、
平
成
元
年
度
で
も
六
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。

　
付
表
ω
か
ら
は
、
明
白
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
旧
台
湾
出
身
者
を
加
え
る
と
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
か
な
り
越
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑱
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
（
日
米
安
全
保
障
条
約
、
｝
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
署
名
、
同
年
六
月
…
二
日

　
発
効
）
第
六
条
参
照
。

⑲
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
ヵ
合
衆
国
と
の
問
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地

　
位
に
関
す
る
協
定
」
（
一
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
署
名
、
一
九
六
〇
年
六
月
二
三
日
発
効
）
第
九
条
（
本
協
定
の
正
式
名
称
は
長
い
の
で
、
小
稿
で
は
略
称

　
を
用
い
る
。
）
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
及
び
軍
属
並
び
に
そ
れ
ら
の
家
族
は
日
本
に
入
国
で
き
（
第
一
項
）
、
軍
隊
の
構
成
員
は
旅
券
及
び
査

　
証
に
関
す
る
法
令
の
適
用
を
除
外
さ
れ
る
う
え
、
当
人
は
も
と
よ
り
軍
属
お
よ
び
両
者
の
家
族
達
も
外
国
人
登
録
及
び
管
理
に
関
す
る
法
令
の
適
用
か
ら

　
除
外
さ
れ
る
（
第
二
項
）
。

⑳
一
九
八
八
年
末
で
わ
が
国
の
対
外
純
資
産
残
高
は
二
、
九
一
七
億
ド
ル
に
達
し
た
が
、
こ
れ
は
一
九
八
二
年
末
に
ア
メ
リ
カ
の
純
資
産
残
高
が
最
高
を

　
記
録
し
た
一
、
四
九
五
億
ド
ル
を
は
る
か
に
上
回
り
、
ほ
と
ん
ど
二
倍
に
近
い
数
字
と
な
っ
て
い
る
（
集
英
社
イ
ミ
ダ
ス
一
九
九
〇
年
版
四
四
頁
参
照
）
。
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説論

⑳
不
法
就
労
者
と
は
、
他
の
在
留
資
格
で
在
留
し
て
い
な
が
ら
、
一
九
八
九
年
一
二
月
一
五
日
の
改
正
（
一
九
九
〇
年
六
月
一
日
施
行
）
前
の
出
入
国
管

　
理
及
び
難
民
認
定
法
の
下
で
は
、
第
一
九
条
第
二
項
の
許
可
を
得
な
い
で
、
い
わ
ゆ
る
「
資
格
外
活
動
」
（
第
二
四
条
第
四
号
イ
参
照
）
を
行
っ
て
い
る
者

　
（
資
格
外
労
働
者
）
と
、
在
留
許
可
日
数
を
超
え
て
滞
在
し
て
働
い
て
い
る
「
不
法
残
留
者
」
（
第
二
四
条
第
四
号
ロ
参
照
）
と
を
意
味
し
た
が
、
右
の
改

　
正
後
は
、
同
改
正
法
第
一
九
条
に
違
反
し
て
「
収
入
を
伴
う
事
業
を
運
営
す
る
活
動
又
は
報
酬
を
受
け
る
活
動
」
を
行
っ
て
い
る
者
（
第
二
四
条
第
四
号

　
イ
参
照
）
と
「
不
法
残
留
者
」
（
第
二
四
条
第
四
号
ロ
参
照
）
と
を
意
味
し
て
い
る
。

⑳
　
こ
う
し
た
外
国
人
の
違
法
就
労
は
、
公
式
的
に
そ
の
実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
甚
だ
困
難
と
さ
れ
て
い
る
が
、
入
国
目
的
外
の
残
留
事
犯
の
摘
発
件
数
は
、

　
一
九
八
八
年
で
一
四
、
O
O
O
件
に
達
し
、
そ
の
実
数
は
一
〇
万
と
も
二
〇
万
と
も
、
あ
る
い
は
数
十
万
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
。
（
集
英
社
・
イ
ミ
ダ
ス
、

　
一
九
九
〇
年
版
　
関
係
項
目
参
照
。
）

⑳
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
（
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
）
に
つ
い
て
は
、
小
稿
第
三
章
参
照
。

⑳
　
外
務
省
国
連
局
人
権
難
民
課
作
成
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
統
計
資
料
（
平
成
二
年
四
月
三
〇
日
現
在
、
以
下
『
国
人
資
料
九
〇
ー
一
〇
』
と
し
て
引
用
）

　
中
に
含
ま
れ
る
「
（
わ
が
国
へ
の
）
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
上
陸
数
・
出
国
数
・
滞
留
数
等
」
を
示
し
た
表
に
よ
れ
ば
、
平
成
元
年
度
上
陸
数
は
三
、
四
九
八

　
人
（
後
二
三
人
が
出
生
し
て
い
る
の
で
こ
れ
を
加
え
る
と
三
、
五
二
一
人
と
な
る
）
の
中
に
は
、
退
去
強
制
手
続
中
の
た
め
の
入
管
施
設
に
収
用
さ
れ
た

　
者
二
、
六
五
一
人
を
含
む
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
、
六
五
一
人
の
す
べ
て
が
中
国
人
で
あ
る
か
否
か
は
必
ら
ず
し
も
こ
の
表
か
ら
は
明
白
で
は
な
い
が
、

　
そ
の
大
多
数
は
中
国
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
へ
の
出
稼
ぎ
を
目
的
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
中
国
人
偽
装
難
民
」
で
あ
る
。

⑳
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
三
章
参
照
。

⑳
国
人
資
料
の
九
〇
1
一
〇
中
、
「
各
国
・
地
域
別
定
住
累
計
受
け
入
れ
数
」
の
表
に
よ
る
。
な
お
、
同
資
料
内
の
別
の
表
に
よ
れ
ば
、
「
本
邦
定
住
難
民
数
」

　
は
六
、
六
〇
七
人
（
そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
付
表
⑥
参
照
）
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
定
住
数
に
は
本
邦
定
住
後
の
出
生
数
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
注

　
が
つ
い
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
加
え
た
数
（
し
た
が
っ
て
、
出
生
数
は
一
七
人
で
あ
ろ
う
）
が
、
六
、
六
二
四
人
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑳
韓
国
系
の
人
に
つ
い
て
は
「
日
韓
法
的
地
位
協
定
」
に
よ
っ
て
、
協
定
一
世
、
二
世
の
永
住
権
が
保
障
さ
れ
、
協
定
三
世
に
つ
い
て
は
永
住
を
認
め
る

　
方
向
で
近
く
決
定
が
行
わ
れ
る
見
通
し
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
共
和
国
系
の
人
に
つ
い
て
は
、
前
出
法
第
一
二
六
号
第
二
条
六
項
に
よ
り
、
在
留
が
認
め

　
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
永
住
を
認
め
ら
れ
、
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
退
去
強
制
措
置
を
と
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
再
入
国
許
可

　
も
当
然
必
要
で
あ
る
。

⑱
　
か
つ
て
日
本
の
法
律
の
中
に
は
、
「
国
籍
条
項
」
を
含
む
た
め
に
、
日
本
で
生
れ
、
日
本
語
し
か
話
せ
な
い
韓
国
・
朝
鮮
の
人
々
に
権
利
の
享
有
を
拒
ん

　
で
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
撤
廃
さ
れ
た
が
現
在
で
も
た
と
え
ば
公
職
選
挙
法
第
九
条
（
選
挙
権
）
、
第
一
〇
条
（
被
選
挙
権
）

一10一



外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

　
は
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
の
付
与
を
「
日
本
国
民
」
に
限
り
、
各
種
共
済
組
合
法
も
（
在
日
）
外
国
人
へ
の
適
用
を
排
除
し
て
は
い
な
い
が
、
国
家
公
務
員
行

　
政
職
、
一
部
を
除
く
地
方
自
治
体
行
政
職
・
教
員
等
へ
は
外
国
人
の
採
用
を
制
限
し
て
い
る
の
で
、
現
実
に
は
そ
の
適
用
を
受
け
ら
れ
な
い
外
国
人
が
多

　
く
い
る
な
ど
、
間
題
は
残
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
恩
給
法
第
九
条
第
一
項
第
三
号
で
は
今
で
も
（
日
本
）
国
籍
の
喪
失
を
恩
給
権
の
消
滅
事
由
と
し
て
い
る
。

　
と
も
あ
れ
近
年
こ
う
し
た
条
項
は
次
第
に
緩
和
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
外
国
人
も
い
く
ら
か
の
権
利
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
来
て
い
る
も
の
の
、
地

　
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
扱
い
が
違
っ
た
り
、
多
く
の
間
題
が
抜
本
的
な
改
革
を
待
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

⑳
外
国
人
登
録
法
（
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
、
法
律
第
一
二
五
号
）
第
一
四
条
参
照
。
な
お
、
協
定
三
世
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
紋
押
な
つ
を
行
わ
な

　
い
方
向
で
一
九
九
〇
年
四
月
に
、
日
韓
間
に
合
意
が
成
立
し
て
い
る
。
九
月
こ
四
日
付
朝
日
新
聞
西
部
本
社
版
（
以
下
同
じ
）
関
連
記
事
参
照
。
同
様
に
、

　
協
定
一
・
二
世
に
つ
い
て
も
で
き
る
だ
け
早
期
の
廃
止
が
最
近
決
定
さ
れ
た
。
一
一
月
二
七
日
付
朝
日
新
聞
関
連
記
事
参
照
。

⑳
一
九
九
一
年
一
月
に
予
定
さ
れ
る
海
部
首
相
の
訪
韓
を
控
え
、
在
日
韓
国
人
の
法
的
地
位
は
流
動
的
で
あ
り
、
小
稿
で
は
締
切
り
日
（
一
九
九
〇
年
一

　
一
月
末
日
）
の
関
係
で
最
終
的
状
況
は
残
念
乍
ら
伝
え
ら
れ
な
い
。
い
ず
れ
別
の
機
会
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
扱
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

⑳
こ
の
人
達
は
、
し
か
し
、
日
本
に
お
い
て
、
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。

⑫
　
単
純
労
働
と
の
か
か
わ
り
で
い
え
ば
、
日
本
に
定
住
し
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
も
、
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

第
二
章
　
外
国
人
受
け
入
れ
の
法
理
・
実
際
・
問
題
点

外
国
人
受
け
入
れ
の
法
理

　
「
国
家
は
、
一
般
に
、
自
国
民
以
外
の
者
（
外
国
人
）
を
受
け
入
れ
る
義
務
を
負
わ
な
い
。
」
こ
れ
は
一
般
国
際
法
上
の
原
則
で
あ
る
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
戦
後
の
一
時
期
、
日
本
は
そ
の
外
国
人
登
録
令
第
三
条
に
お
い
て
、
「
外
国
人
は
、
当
分
の
問
、
本
邦
（
外
務
大
臣
の

指
定
す
る
地
域
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
（
第
二
項
省
略
）
」
と
規
定
し
、
日
本
を
一
種
の
鎖
国
状
態
に
お
い
て
い

②た
が
、
別
段
こ
れ
は
、
一
般
国
際
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
外
国
人
受
け
入
れ
拒
否
の
自
由
の
反
対
命
題
と
し
て
、
「
国

家
の
自
国
民
受
け
入
れ
義
務
」
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
世
界
人
権
宣
言
第
一
三
条
第
二
項
が
、
「
す
べ
て
人
は
、
バ
中
略
）
自
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

国
に
帰
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
、
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
以
下
小
稿
で
は
、
B
規
約
と
称
す
る
）
は
、
こ

れ
を
う
け
て
、
そ
の
第
二
一
条
第
四
項
で
、
「
何
人
も
、
自
国
に
戻
る
権
利
を
恣
意
的
に
奪
わ
れ
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
は

個
人
の
基
本
的
な
権
利
の
尊
重
・
確
保
と
い
う
面
か
ら
規
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
少
な
く
と
も
B
規
約
の
当
事
国
は
、
自
国
民
を
受
け
入

れ
る
国
際
法
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
家
は
今
で
も
外
国
人
一
般
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

自
由
に
規
制
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
権
利
は
、
一
九
八
五
年
の
国
連
総
会
決
議
四
〇
／
一
四
四
「
在
住
す
る
国
の
国
民
で
な
い

個
人
の
人
権
に
関
す
る
宣
言
（
外
国
人
の
人
権
宣
言
）
」
第
二
条
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
外
国
人
受
け
入
れ
の
義
務
を
一
般
国
際
法
上
は
負
っ
て
い
な
い
と
い
う
も
の
の
、
多
く
の
場
合
、
国
家
は
外
国
と
個
別
に
条
約

を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
外
国
人
（
当
該
条
約
の
相
手
国
の
国
民
）
の
受
け
入
れ
義
務
（
当
該
条
約
上
の
義
務
、
す
な
わ
ち
特
別
国
際
法
上
の
義

務
）
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
条
約
は
、
通
常
、
二
国
問
条
約
で
あ
り
、
友
好
（
修
好
あ
る
い
は
善
隣
）
、
通
商
、
航
海
（
あ

る
い
は
そ
れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
か
の
組
み
合
わ
せ
）
等
の
名
を
冠
し
た
条
約
名
で
呼
ば
れ
、
わ
が
国
は
数
十
か
国
と
の
間
で
こ
の
種
の
条
約
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

締
結
し
て
い
る
。
そ
の
規
定
の
仕
方
は
、
た
と
え
ば
「
日
本
国
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
と
の
問
の
友
好
通
商
条
約
」
の
第
一
条
、
「
い
ず
れ

の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
も
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
に
当
該
他
方
の
締
約
国
の
法
令
に
従
っ
て
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
他
方
の

締
約
国
の
領
域
へ
の
入
国
、
同
領
域
内
に
お
け
る
滞
在
、
旅
行
及
び
居
住
並
び
に
同
領
域
か
ら
の
出
国
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
、

い
か
な
る
第
三
国
の
国
民
に
与
え
ら
れ
る
待
遇
よ
り
も
不
利
で
な
い
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。
」
の
文
言
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
体
、
相
互
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

義
を
基
礎
と
す
る
最
恵
国
待
遇
を
定
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
う
い
っ
た
通
商
航
海
条
約
な
ど
と
は
全
く
性
質
の
異
な
る
二
国
間
条

約
で
は
あ
る
が
、
一
九
六
〇
年
の
「
在
日
米
軍
の
地
位
協
定
」
な
ど
も
、
在
日
米
軍
の
構
成
員
等
の
（
出
）
入
国
を
認
め
る
　
　
そ
れ
も
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

優
遇
さ
れ
た
条
件
の
下
に
　
　
条
項
を
設
け
て
い
る
の
で
、
日
本
は
、
本
条
約
の
対
象
と
な
る
外
国
人
（
在
日
米
軍
の
構
成
員
等
）
に
対
し
て

は
、
こ
の
条
約
に
基
づ
い
て
、
受
け
入
れ
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
二
国
間
条
約
な
ど
が
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
国
家
は
自
国
の
国
内
法
に
よ
っ
て
外
国
人
の
受
け
入
れ
を
認
め
、
か
つ
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

そ
の
（
入
国
）
管
理
の
た
め
の
制
度
を
整
え
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
わ
が
国
の
場
合
、
か
か
る
法
律
と
し
て
制
定
施
行
さ
れ
て
い
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
（
以
下
入
管
法
と
い
う
）
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
さ
て
、
同
法
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
「
外
国
人
」
と
は
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
を
い
う
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

定
義
さ
れ
る
「
外
国
人
」
が
、
日
本
に
「
入
国
」
す
る
に
は
、
ま
ず
、
「
有
効
な
旅
券
を
所
持
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
単

に
日
本
の
領
域
と
さ
れ
る
空
問
に
入
る
た
め
の
要
件
で
あ
っ
て
、
現
実
に
日
本
の
領
土
に
「
上
陸
」
す
る
た
め
に
は
、
外
国
人
は
、
「
有
効
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

旅
券
で
日
本
国
領
事
官
等
の
査
証
を
受
け
た
も
の
を
所
持
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
査
証
の
取
得
義
務
は
免
除
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
現
在
日
本
は
約
五
〇
か
国
と
の
間
に
「
査
証
免
除
」
に
関
す
る
取
り
極
め
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
有
効
な

旅
券
で
査
証
（
が
必
要
な
場
合
は
）
を
受
け
た
も
の
を
所
持
し
て
い
る
「
外
国
人
」
が
、
上
陸
し
よ
う
と
す
る
出
入
国
港
に
お
い
て
「
上
陸
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

申
請
」
を
し
、
「
上
陸
の
た
め
の
審
査
」
を
受
け
、
「
上
陸
許
可
の
証
印
」
を
得
て
「
上
陸
」
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
日
本
が
、
こ
の

よ
う
に
「
入
国
」
と
「
上
陸
」
と
を
区
別
し
て
い
る
の
は
、
日
本
が
島
国
で
あ
り
、
領
土
の
周
囲
に
一
定
の
幅
（
｝
ニ
カ
イ
リ
）
の
領
海
が
あ

⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

り
、
そ
の
領
海
で
は
一
般
国
際
法
上
、
外
国
船
舶
の
無
害
通
航
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
上
陸

を
許
可
」
さ
れ
た
だ
け
で
、
当
該
外
国
人
が
日
本
に
滞
在
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
外
国
人
は
さ
ら
に
「
在
留
資
格
」
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
日
本
に
在
留
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
で
き
る
一
定
の
期
間
、
す
な
わ
ち
「
在
留
期
間
」

内
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
在
留
期
間
は
、
「
外
交
、
公
用
及
び
永
住
者
の
在
留
資
格
以
外
の
在
留
資
格
」
の
場
合
は
、
三
年
を
こ
え
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
九
八
九
年
一
二
月
、
日
本
は
こ
の
入
管
法
を
か
な
り
大
幅
に
改
正
し
、
と
く
に
在
留
資
格
の
種

類
を
整
理
し
た
う
え
、
こ
れ
を
従
来
の
一
八
種
類
か
ら
二
八
種
類
に
増
や
し
、
日
本
の
国
際
化
に
伴
な
い
、
来
日
す
る
外
国
人
の
多
様
化
に
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

ず
る
べ
く
努
力
し
て
来
て
い
る
（
付
表
㈲
参
照
）
。

　
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
ま
た
、
「
本
邦
に
入
っ
た
と
き
（
除
外
例
は
省
略
）
は
そ
の
上
陸
の
日
か
ら
九
十
日
以
内
に
」
、
「
本
邦
に
お

い
て
外
国
人
と
な
っ
た
と
き
又
は
出
生
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
入
管
法
第
三
章
に
規
定
す
る
上
陸
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
本
邦
に
在
留
す
る

～13一



説論

こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
外
国
人
と
な
っ
た
日
又
は
出
生
そ
の
他
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
」
、
（
外
国
人
）
登
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

の
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
一
六
歳
以
上
の
外
国
人
は
こ
の
登
録
に
際
し
て
「
登
録
原
票
及
び
指
紋
原
紙
に
指
紋
を
押
さ
な

　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
違
反
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は
禁
鋼
、
ま
た
は
二
〇
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
を
経
て
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国
人
は
、
永
住
者
を
も
含
め
、
一
定
の
場
合
に
は
、
本
人
の
意
思
に
反
し
て
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

本
か
ら
退
去
を
強
制
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
入
管
法
第
二
四
条
に
列
記
さ
れ
る
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
一
方
、
個
人
の
権
利
保
護
と
い
う
観
点

か
ら
、
世
界
人
権
宣
言
は
そ
の
第
九
条
で
「
何
人
も
ほ
し
い
ま
ま
に
（
中
略
）
追
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
規
定
し
、
B
規
約
第
一
三
条
も
、

「
合
法
的
に
こ
の
規
約
の
締
約
国
の
領
域
内
に
い
る
外
国
人
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
決
定
に
よ
っ
て
の
み
当
該
領
域
か
ら
追
放
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
（
以
下
略
）
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
B
規
約
の
当
事
国
で
あ
る
わ
が
国
は
、
「
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
決
定
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
よ
ら
な
い
で
は
、
外
国
人
を
追
放
で
き
な
い
。

外
国
人
受
け
入
れ
の
実
際

　
ま
ず
、
外
国
人
受
け
入
れ
の
実
際
を
入
国
者
数
の
推
移
と
い
う
面
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
（
末
尾
の
付
表
㈲
参
照
）
。
平
和
条
約
発
効
の
年
、

す
な
わ
ち
昭
和
二
七
年
に
は
、
三
〇
、
六
二
二
人
で
あ
っ
た
外
国
人
入
国
者
が
、
昭
和
六
三
年
に
は
、
二
、
四
一
四
、
四
四
七
人
、
約
七
八
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

八
倍
に
増
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
入
国
者
数
は
相
当
な
勢
い
で
伸
び
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
日
本
へ
の
外
国
人
入
国
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

が
増
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
と
い
う
国
が
、
外
国
人
に
と
っ
て
そ
れ
だ
け
「
好
ま
し
い
国
」
、
「
行
く
に
ふ
さ
わ
し
い
国
」
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、
極
め
て
喜
ば
し
い
こ
と
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
へ
の
こ
の
よ
う
な
外
国
人
入
国
者
数
の
増
加
は
、
既
出
の
付
表
ω
が
示
す
外
国
人
登
者
数
の
推
移
と
比
較
し
て
見
る

と
、
決
し
て
後
者
に
反
映
さ
れ
て
は
い
な
い
。
比
較
す
べ
き
年
度
が
若
干
ず
れ
て
い
る
の
で
、
正
確
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
ま
ず
昭
和
二
五

年
に
は
、
五
九
八
、
六
九
六
人
で
あ
っ
た
登
録
者
総
数
が
、
平
成
元
年
に
は
九
八
四
、
四
五
五
人
と
な
り
、
昭
和
二
五
年
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

わ
ず
か
一
・
六
四
倍
の
伸
び
と
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
同
年
度
間
に
お
け
る
韓
国
人
・
朝
鮮
人
登
録
者
数
の
伸
び
が
丁
二
倍

に
過
ぎ
な
い
の
に
対
し
て
、
台
湾
を
含
む
中
国
人
登
録
者
数
が
三
・
四
倍
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
は
中
国
大
陸
出
身
（
す
な
わ
ち

日
本
の
旧
植
民
地
出
身
で
な
い
）
中
国
人
登
録
者
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、
仮
に
そ
の
数
を
一
〇
万
人
と
仮
定
し
て
、
平
成
元
年
に
お

け
る
朝
鮮
人
・
韓
国
人
・
中
国
人
以
外
の
外
国
人
登
録
者
数
一
六
五
、
一
一
八
人
に
こ
の
一
〇
万
人
を
加
え
て
二
六
五
、
二
八
人
と
、
昭
和

二
五
年
に
お
け
る
旧
植
民
地
出
身
者
以
外
の
外
国
人
登
録
者
数
（
す
な
わ
ち
付
表
ω
の
中
の
「
そ
の
他
」
）
一
三
、
三
＝
天
と
を
比
較
し
て

見
れ
ば
、
二
六
・
五
倍
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
付
表
ω
の
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
あ
げ
た
外
国
人
登
録
者
数
だ
け
を
、
昭
和
二
五
年
と
平
成

元
年
の
数
と
の
問
で
比
較
し
て
見
れ
ば
、
一
二
・
四
倍
と
な
る
。
）
い
ず
れ
に
し
て
も
、
外
国
人
入
国
者
数
の
伸
び
率
を
は
る
か
に
下
廻
っ
て

い
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
大
体
、
昭
和
六
〇
年
の
国
勢
調
査
時
に
お
け
る
日
本
の
人
口
一
二
一
、
〇
四
九
、
○
O
O
人
に
対
す
る
同
年
度
の
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

国
人
の
比
率
は
、
一
四
二
・
三
対
一
、
す
な
わ
ち
日
本
人
約
一
四
二
人
に
つ
き
、
外
国
人
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
日
本
に
在
留
す
る
外
国

人
は
、
「
国
際
化
」
が
叫
ば
れ
る
日
本
と
し
て
は
、
決
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
在
留
外
国
人
が
多
け
れ
ば
、

そ
れ
が
直
ち
に
日
本
の
「
国
際
化
」
に
通
ず
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
「
国
際
化
」
の
一
つ
の
指
標
と
は
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
在
留
外
国
人
の
こ
の
少
な
さ
は
、
日
本
が
ま
だ
ま
だ
外
国
人
に
人
気
の
あ
る
国
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

外
国
人
受
け
入
れ
の
問
題
点

　
外
国
人
受
け
入
れ
に
関
し
て
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
問
題
点
は
、
何
と
い
っ
て
も
日
本
が
外
国
人
単
純
労
働
者
を
受
け
入
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
今
回
の
入
管
法
改
正
で
も
、
二
八
種
類
に
増
や
し
た
「
在
留
資
格
」
の
中
に
こ
れ
が
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
単
純
労
働
」
な
い
し
は
「
単
純
労
働
者
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
「
現
在
、
公
的
な
解
釈
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
」
が
、

「
出
入
国
管
理
上
は
、
特
段
の
技
術
引
技
能
・
経
験
年
数
を
持
た
な
く
て
も
で
き
る
よ
う
な
職
種
」
が
こ
れ
に
当
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
と
の

　
　
　
　
⑳

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
円
高
日
本
の
超
好
景
気
は
、
ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
の
諸
国
の
人
々
を
惹
き
つ
け
て
や
ま
ず
、
こ
の
人
達
は
何
と
か
し
て
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説論

日
本
で
「
単
純
労
働
」
　
　
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
三
キ
労
働
（
き
つ
い
、
汚
い
、
危
険
な
労
働
）
　
　
に
で
も
、
喜
ん
で
従
事
し
よ
う
と
し
、
し

か
も
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
働
き
手
を
求
め
る
労
働
市
場
が
あ
る
か
ら
、
い
き
お
い
不
法
就
労
と
い
っ
た
こ
と
も
起
っ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
昨
年
（
一
九
八
九
年
）
、
突
然
大
量
の
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
（
そ
の
大
半
は
中
国
人
偽
装
難
民
で
あ
っ
た
が
）
の
漂
着
事
件
が
発
生
し
た

の
も
、
も
と
は
と
い
え
ば
、
こ
こ
に
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
日
本
は
外
国
人
単
純
労
働
者
に
門
戸
を

開
こ
う
と
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
が
外
国
人
単
純
労
働
者
の
受
け
入
れ
を
拒
ん
で
い
る
の
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
「
外
国
人
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

者
流
入
の
自
由
化
」
に
ふ
み
切
っ
た
欧
州
諸
国
の
苦
い
経
験
を
日
本
で
繰
り
返
さ
な
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
が
、
国
内
の
労
働
力
不
足
も
事
実

で
あ
り
、
海
外
か
ら
の
要
望
も
強
い
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
歯
止
め
を
加
え
た
う
え
で
の
外
国
人
単
純
労
働
者
受
け
入
れ
制
度
を
早
急
に
設
け

　
　
　
　
　
　
⑳

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
点
の
第
二
は
、
外
国
人
に
対
し
、
そ
の
登
録
時
に
指
紋
押
な
つ
を
義
務
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
指
紋
は
終
生
不
変
で
万
人
不
同
な

た
め
、
個
人
識
別
に
利
用
さ
れ
る
が
、
通
常
、
日
本
人
が
指
紋
を
採
取
さ
れ
る
の
は
、
被
疑
者
と
し
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
場
合
（
刑
事
訴
訟

法
第
二
一
八
条
第
二
項
）
と
か
監
獄
に
入
れ
ら
れ
た
場
合
（
監
獄
法
施
行
規
則
第
二
〇
条
）
な
ど
犯
罪
捜
査
等
に
関
す
る
場
合
で
あ
る
。
し
か

し
、
外
国
人
は
犯
罪
と
か
か
わ
り
な
く
、
た
だ
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
指
紋
を
と
ら
れ
る
こ
と
か
ら
反
発
も
強
く
、
大
規
模
な

指
紋
押
な
つ
拒
否
運
動
が
続
い
て
い
る
。
と
く
に
日
本
で
生
れ
、
日
本
語
で
育
ち
、
日
本
人
と
同
じ
生
活
を
し
て
来
た
在
日
朝
鮮
人
・
韓
国
人

に
と
っ
て
、
こ
の
制
度
が
不
愉
快
な
こ
と
は
充
分
に
理
解
で
き
る
。
一
九
九
〇
年
四
月
の
日
韓
合
意
で
協
定
三
世
に
つ
い
て
こ
の
押
な
つ
義
務

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
負
わ
せ
な
い
こ
と
が
決
っ
た
の
は
、
当
然
の
な
り
行
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
ほ
か
、
入
管
法
が
上
陸
拒
否
事
由
に
「
貧
困
者
」
ほ
か
、
「
国
、
公
共
団
体
の
負
担
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」
を
掲
げ
た
り
（
第
五

条
第
一
項
第
三
号
）
、
永
住
許
可
条
件
に
、
「
素
行
が
善
良
で
あ
る
こ
と
」
、
「
独
立
の
生
計
を
営
む
に
足
り
る
資
産
又
は
技
能
を
有
す
る
こ
と
」

の
他
に
、
「
そ
の
者
の
永
住
が
日
本
国
の
利
益
に
合
す
る
と
認
め
た
と
き
に
限
」
る
（
入
管
法
第
二
二
条
第
一
項
）
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、

問
題
点
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
過
去
の
日
本
の
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
日
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本
は
ま
だ
、
自
国
に
何
か
プ
ラ
ス
に
な
る
外
国
人
に
の
み
門
戸
を
開
き
、

ず
、
あ
る
種
の
「
鎖
国
」
を
続
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
豊
か
に
な
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
外
国
人
に
分
か
と
う
と
せ

外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

①
日
本
が
ま
だ
被
占
領
中
の
昭
和
二
二
年
に
制
定
さ
れ
た
勅
令
で
、
講
和
条
約
の
発
効
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
た
。
以
後
は
現
行
の
外
国
人
登
録
法
が
施
行

　
さ
れ
て
い
る
。

②
こ
の
規
定
は
、
後
の
外
国
人
登
録
法
か
ら
は
、
当
然
削
除
さ
れ
て
い
る
し
、
「
出
入
国
の
管
理
に
関
す
る
政
令
（
旧
入
管
令
）
」
（
昭
和
二
四
年
八
月
一
〇

　
日
、
政
令
二
九
九
号
）
第
一
条
で
は
、
「
こ
の
政
令
は
、
連
合
国
最
高
司
令
官
の
許
可
を
得
て
本
邦
に
入
国
し
、
又
は
本
法
か
ら
出
国
す
る
す
べ
て
の
人
（
カ
ッ

　
コ
内
は
省
略
）
の
出
入
国
の
管
理
に
つ
い
て
規
定
」
す
る
・
：
…
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
は
す
で
に
解
か
れ
て
い
た
と
見
て
も
い
い
の
で
は
な

　
い
か
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
「
入
国
」
に
は
連
合
国
最
高
司
令
官
の
「
許
可
」
が
要
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
完
全
に
入
国
が
自
由
化
さ
れ
て
い
た
と

　
も
い
い
難
い
で
あ
ろ
う
。

③
世
界
人
権
宣
言
は
、
単
な
る
「
宣
言
」
で
あ
っ
て
、
「
条
約
」
で
は
な
い
か
ら
、
宣
言
の
こ
の
規
定
か
ら
直
ち
に
「
国
家
の
自
国
民
受
け
入
れ
義
務
」
が

　
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
説
も
あ
り
得
よ
う
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
自
国
」
、
B
規
約
第
一
二
条
第
四
項
の
「
自
国
」
を
「
国
籍
国
」
で

　
な
く
、
「
居
住
国
」
と
す
る
主
張
も
あ
る
が
、
現
在
で
は
、
ま
だ
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
再
入
国
不
許
可
処
分
取
消
等
請
求
事

　
件
、
福
岡
地
裁
昭
六
一
（
行
ウ
）
一
五
号
に
お
け
る
崔
善
愛
さ
ん
の
主
張
参
照
（
判
例
時
報
二
壬
二
〇
号
の
一
七
頁
）
。
本
事
件
で
は
、
福
岡
地
方
裁
判
所

　
は
、
原
告
の
主
張
を
認
め
て
い
な
い
（
判
例
時
報
二
二
三
〇
号
二
八
・
二
九
頁
）
。

④
昭
和
三
八
年
三
月
二
日
、
条
約
第
二
号
。

⑤
も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
問
の
友
好
通
商
航
海
条
約
」
（
昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
八
日
、
条
約
第
二
七
号
）
の
第
四
条

　
第
一
項
で
は
、
「
い
ず
れ
の
一
方
の
締
約
国
の
国
民
及
び
会
社
も
、
そ
の
権
利
の
行
使
及
び
擁
護
に
つ
い
て
は
、
他
方
の
締
約
国
の
領
域
内
で
す
べ
て
の
審

　
級
の
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
、
及
び
行
政
機
関
に
対
し
て
申
立
を
す
る
権
利
に
関
し
て
、
内
国
民
待
遇
及
び
最
恵
国
待
遇
を
与
え
ら
れ
る
。
（
以
下
略
）
」

　
と
規
定
し
、
限
ら
れ
た
事
項
（
こ
の
場
合
は
、
救
済
を
受
け
る
権
利
）
に
関
し
て
で
は
あ
る
が
、
内
国
民
待
遇
と
最
恵
国
待
遇
の
双
方
を
定
め
て
い
る
例

　
も
あ
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
各
条
約
の
規
定
内
容
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。

⑥
第
九
条
参
照
。

⑦
本
文
で
あ
げ
た
「
外
国
人
の
受
け
入
れ
」
を
義
務
づ
け
る
特
別
国
際
法
（
条
約
）
は
、
す
べ
て
二
国
間
条
約
で
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
多
国
間
条
約
に
よ
っ

一17一



説論

　
て
も
、
こ
う
し
た
義
務
を
規
定
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
を
設
立
す
る
条
約
（
通
称
E
E
C
条
約
）
の
第
四

　
八
・
九
条
な
ど
は
、
そ
う
い
っ
た
規
定
に
該
当
す
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑧
あ
る
い
は
認
め
な
い
こ
と
も
で
き
る
。
前
出
外
国
人
登
録
令
第
三
条
参
照
。

⑨
昭
和
二
六
年
一
〇
月
四
日
、
出
入
国
管
理
令
（
政
令
第
三
九
号
）
と
し
て
制
定
さ
れ
、
昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い

　
発
す
る
命
令
に
関
す
る
件
に
基
づ
く
外
務
省
関
係
諸
命
令
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
法
第
一
二
六
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
っ
て
法
律
と
し
て

　
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
の
法
は
、
前
章
注
⑳
で
も
簡
単
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
日
本
の
国
際
化
進
展
の
現
状
に
合
わ
せ
る
た
め
、
一
九
八
九
年

　
一
二
月
一
五
日
に
、
か
な
り
大
幅
な
改
正
を
ほ
ど
こ
さ
れ
た
（
一
九
九
〇
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
）
。
こ
れ
以
前
に
も
、
こ
の
法
は
度
々
改
正
さ
れ
て
い
る

　
が
、
中
で
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
日
本
の
難
民
条
約
加
入
を
契
機
と
し
て
行
な
わ
れ
た
一
九
八
一
年
の
改
正
で
あ
る
。
名
称
も
こ
の
時
、
現
在
の
よ
う

　
に
変
え
ら
れ
た
。

⑩
第
二
条
第
二
号
参
照
。
ち
な
み
に
、
一
九
八
五
年
の
「
外
国
人
の
人
権
宣
言
」
第
一
条
も
同
主
旨
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
こ
の
結
果
、
「
外
国
人
」
の

　
中
に
は
、
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
も
、
い
ず
れ
の
国
の
国
籍
を
も
有
し
な
い
者
（
無
国
籍
者
）
も
が
入
る
こ
と
と
な
る
。

⑪
入
管
法
第
三
条
第
一
項
本
文
。
乗
員
に
つ
い
て
は
別
段
の
規
定
が
あ
る
（
た
だ
し
書
参
照
）
。

⑫
入
管
法
第
六
条
第
一
項
本
文
参
照
。

⑬
入
管
法
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
も
参
照
。
難
民
旅
行
証
明
書
（
第
六
一
条
の
二
の
六
参
照
）
を
受
け
て
い
る
難
民
は
査
証
不
要
と
さ
れ
て
い
る
。
な

　
お
査
証
が
免
除
さ
れ
る
の
は
、
一
般
外
国
人
の
場
合
、
短
期
滞
在
者
に
限
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
ま
た
査
証
免
除
は
状
況
に
よ
っ
て
取
り
消
さ
れ
る

　
こ
と
も
あ
り
、
現
在
、
日
本
は
不
法
就
労
者
の
多
か
っ
た
パ
キ
ス
タ
ン
と
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
二
か
国
に
対
し
、
免
除
を
停
止
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
一
九
八
九
年
の
入
管
法
改
正
以
後
は
、
日
本
は
一
方
的
な
通
告
に
よ
っ
て
も
査
証
免
除
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
と
解
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
六
条

　
第
一
項
参
照
。

⑭
入
管
法
第
六
～
九
条
参
照
。
入
管
法
は
こ
の
ほ
か
特
例
上
陸
（
第
一
四
～
一
八
条
の
二
）
、
特
別
上
陸
、
仮
上
陸
（
第
一
二
・
三
条
）
な
ど
、
特
殊
な
上

　
陸
許
可
を
も
定
め
て
い
る
。

⑮
領
海
法
第
一
条
参
照
。

⑯
宮
崎
繁
樹
編
著
『
亡
命
と
入
管
法
－
各
国
に
お
け
る
法
的
処
遇
1
』
一
九
七
一
年
築
地
書
館
三
二
頁
参
照
。

⑰
入
管
法
第
二
条
の
二
第
一
項
。
第
二
二
条
の
二
二
二
も
参
照
。
な
お
在
留
資
格
の
決
定
は
上
陸
許
可
の
証
印
の
際
に
行
な
わ
れ
る
（
入
管
法
第
九
条
第

　
三
項
参
照
。
も
っ
と
も
同
法
第
七
条
の
二
に
よ
れ
ば
、
上
陸
前
に
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
る
）
。
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

　
　
ま
た
例
外
的
に
在
留
資
格
な
く
上
陸
が
許
可
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
入
管
法
上
の
い
わ
ゆ
る
「
特
例
上
陸
」
、
す
な
わ
ち
寄
港
地
上
陸
（
第
一
四
条
）
、

　
通
過
上
陸
（
第
一
五
条
）
、
乗
員
上
陸
（
第
一
六
条
）
、
緊
急
上
陸
（
第
一
七
条
）
、
遭
難
に
よ
る
上
陸
（
第
一
八
条
）
、
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
（
第
一

　
八
条
の
二
）
が
許
可
さ
れ
る
場
合
や
、
入
管
法
第
二
一
条
に
基
づ
く
上
陸
の
特
別
の
許
可
、
第
一
三
条
に
基
づ
く
仮
上
陸
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
他
、

　
わ
が
国
で
は
在
留
資
格
不
要
の
外
国
人
と
し
て
、
日
韓
法
的
地
位
協
定
第
一
条
に
基
づ
く
協
定
永
住
者
、
法
第
二
一
六
号
第
二
条
第
六
項
該
当
者
、
在
日

　
米
軍
の
地
位
協
定
第
九
条
に
基
づ
い
て
在
日
す
る
人
々
が
い
る
。

⑱
入
管
法
第
二
条
の
二
第
三
項
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
期
間
は
更
新
が
可
能
で
あ
る
。
入
管
法
第
一
二
条
参
照
。

⑲
問
題
は
こ
の
改
正
に
お
い
て
も
、
第
一
章
で
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
単
純
労
働
」
を
在
留
資
格
に
加
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は

　
後
述
参
照
。

⑳
外
国
人
登
録
法
第
三
条
第
一
項
参
照
。
な
お
、
同
法
第
二
条
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑳
外
国
人
登
録
法
第
｛
四
条
第
一
項
お
よ
び
第
三
項
参
照
。
指
紋
押
な
つ
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
新
規
登
録
（
第
三
条
第
一
項
）
、
登
録
証
明
書
の
引
替

　
交
付
（
第
六
条
第
一
項
）
、
居
住
地
そ
の
他
の
記
載
事
項
に
か
か
わ
る
変
更
登
録
（
第
六
条
の
二
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
）
、
登
録
証
明
書
の
再
交
付
（
第

　
七
条
第
一
項
）
、
登
録
証
明
書
の
切
替
交
付
（
第
一
一
条
第
一
項
も
し
く
は
第
二
項
）
の
場
合
と
な
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
一
度
押
な
つ
し
た
者
は
こ
れ
を

　
免
除
さ
れ
る
（
第
一
四
条
第
五
項
）
。
押
す
べ
き
指
紋
は
左
手
ひ
と
さ
し
指
の
そ
れ
で
（
外
国
人
登
録
法
の
指
紋
に
関
す
る
政
令
第
四
条
参
照
）
、
そ
の
押

　
し
方
は
、
手
指
の
第
一
関
節
を
含
む
指
頭
の
掌
側
面
の
正
面
の
部
分
で
1
平
面
指
紋
1
と
な
っ
て
い
る
（
同
政
令
第
二
条
参
照
）
。
な
お
、
入
管
法
第

　
一
八
条
の
二
第
三
項
も
参
照
。

⑳
　
外
国
人
登
録
法
第
一
八
条
第
一
項
第
八
号
。
外
国
人
の
指
紋
押
な
つ
に
は
、
と
く
に
在
日
韓
国
・
朝
鮮
人
か
ら
の
反
発
が
強
く
、
一
九
八
O
年
に
最
初

　
の
拒
否
者
が
出
て
以
来
次
第
に
増
え
、
本
条
に
基
づ
い
て
罰
金
一
万
円
の
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
も
あ
る
。
そ
う
し
た
者
で
、
昭
和
天
皇
の
逝
去
に
よ
る

　
大
赦
で
免
訴
判
決
を
受
け
た
人
の
う
ち
、
押
な
つ
と
大
赦
判
決
で
屈
辱
を
受
け
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
た
と
し
て
、
国
や
自
治
体
相
手
に
訴
え
を

　
起
し
て
い
る
人
も
あ
る
。

⑳
退
去
強
制
事
由
の
中
で
、
一
つ
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
は
、
第
二
四
条
第
四
号
ホ
が
現
在
削
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
か
つ
て
こ
の
条
項

　
は
「
貧
困
者
、
放
浪
者
、
身
体
障
害
者
等
で
生
活
上
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
に
な
っ
て
い
る
者
」
の
退
去
強
制
を
定
め
て
い
た
。
こ
れ
が
削
除
さ

　
れ
た
の
は
、
日
本
の
難
民
条
約
加
入
に
伴
う
法
改
正
の
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
現
行
入
管
法
で
も
そ
の
第
五
条
第
三
号
で
「
貧
困
者
、
放
浪
者
等
で
生
活

　
上
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
」
の
上
陸
の
拒
否
を
定
め
、
さ
す
が
に
「
身
体
障
害
者
」
の
語
は
削
除
し
て
い
る
が
、
「
条
約

　
難
民
」
と
そ
れ
に
準
ず
る
被
迫
害
者
（
そ
の
上
陸
は
第
一
八
条
の
二
参
照
）
以
外
の
外
国
人
に
対
す
る
受
け
入
れ
時
の
ガ
ー
ド
は
ま
だ
固
い
と
い
え
る
。
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な
お
、
協
定
永
住
者
に
つ
い
て
の
退
去
強
制
事
由
は
も
っ
と
緩
和
さ
れ
て
い
る
（
日
韓
法
的
地
位
協
定
第
三
条
参
照
）
。

⑳
B
規
約
第
二
条
第
一
項
参
照
。
法
律
に
基
づ
く
決
定
の
手
続
と
し
て
は
、
入
管
法
第
五
章
参
照
。
な
お
、
一
九
八
五
年
の
「
在
住
す
る
国
の
国
民
で
な

　
い
個
人
の
人
権
に
関
す
る
宣
言
」
（
外
国
人
の
人
権
宣
言
）
第
七
条
も
同
旨
。
難
民
の
追
放
禁
止
に
関
し
て
は
、
難
民
条
約
第
三
二
・
三
条
参
照
。

⑳
　
平
成
二
年
末
概
数
三
〇
〇
万
と
比
較
す
れ
ば
約
百
倍
と
な
る
。
一
方
、
日
本
人
出
国
者
の
方
は
と
い
え
ば
、
昭
和
二
七
年
に
は
、
二
五
、
五
九
七
人
に

　
過
ぎ
な
か
っ
た
出
国
者
数
が
、
（
大
阪
）
万
国
博
覧
会
・
ジ
ャ
ン
ボ
機
就
航
の
昭
和
四
五
年
頃
か
ら
外
国
人
入
国
者
数
を
上
廻
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
六
三

　
年
に
は
、
八
、
四
二
六
、
八
五
七
人
と
い
う
膨
大
な
数
に
達
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和
二
七
年
の
出
国
者
数
の
実
に
三
二
九
・
二
倍
と
い
う
増
加
ぶ
り

　
で
あ
る
。
（
平
成
二
年
末
の
概
数
一
、
○
○
○
万
と
の
比
較
で
は
、
三
九
〇
倍
強
と
な
る
。
）
別
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
昭
和
二
七
年
に
は
出
・
入
国
者
数

　
の
差
が
わ
ず
か
五
、
O
O
O
人
強
（
両
者
の
比
は
大
体
五
四
・
五
対
四
五
・
五
）
で
、
入
国
者
の
方
が
多
か
っ
た
の
に
対
し
、
昭
和
六
三
年
に
は
、
両
者

　
の
差
は
六
、
〇
一
二
、
四
一
〇
人
と
拡
が
り
、
し
か
も
出
国
者
数
が
入
国
者
数
の
ほ
ぼ
三
・
五
倍
と
な
っ
て
い
る
。

⑳
そ
れ
が
日
本
に
お
い
て
ひ
と
稼
ぎ
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
も
ち
ろ
ん
か
ま
わ
な
い
と
筆
者
は
思
う
。

⑳
　
新
規
に
入
国
し
た
者
な
ら
上
陸
の
日
か
ら
九
〇
日
を
超
え
て
、
日
本
で
出
生
し
た
外
国
人
、
日
本
人
が
日
本
に
居
て
外
国
人
と
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
外
国
人
と
な
っ
た
日
か
ら
六
〇
日
を
越
え
て
在
留
す
る
の
意
（
外
国
人
登
録
法
第
三
条
参
照
）
。

⑳
　
「
対
談
・
国
際
化
時
代
の
入
国
管
理
」
に
お
け
る
後
藤
正
夫
前
法
務
大
臣
談
。
『
時
の
動
き
』
1
政
府
の
窓
・
平
成
二
年
三
月
一
五
日
号
　
一
八
頁
参
照
。

⑳
長
谷
川
慶
太
郎
『
国
家
が
見
捨
て
ら
れ
る
と
き
』
一
九
九
〇
年
東
洋
経
済
新
報
社
一
五
七
・
八
頁
及
び
一
五
八
ー
エ
ハ
三
頁
参
照
。

⑳
現
在
日
本
政
府
は
こ
の
問
題
を
、
研
修
生
の
制
限
緩
和
と
い
っ
た
方
向
で
対
処
す
る
こ
と
を
決
め
た
と
あ
る
が
（
七
月
二
六
日
付
朝
日
新
聞
関
連
記
事

　
よ
り
）
、
連
合
総
研
（
連
合
総
合
生
活
開
発
研
究
所
）
で
も
、
単
純
労
働
者
を
含
め
た
外
国
人
労
働
者
受
け
入
れ
の
ル
ー
ル
化
を
提
言
し
て
い
る
（
一
〇
月

　
一
五
日
付
朝
日
新
聞
関
連
記
事
よ
り
）
。
な
お
、
現
在
で
も
、
別
表
H
に
掲
げ
る
在
留
資
格
で
在
留
す
る
外
国
人
、
在
留
資
格
を
必
要
と
し
な
い
外
国
人
（
協

　
定
永
住
者
、
法
第
一
二
六
号
第
二
条
第
六
項
該
当
者
、
在
日
米
軍
地
位
協
定
該
当
者
）
達
は
単
純
労
働
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
入
管
法
第

　
一
九
条
第
二
項
の
許
可
を
得
れ
ば
、
た
と
え
ば
留
学
生
は
一
日
四
時
間
ま
で
、
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
前
章
注
⑳
参
照
。
指
紋
押
な
つ
制
度
の
合
憲
性
は
外
国
人
登
録
法
違
反
被
告
事
件
と
し
て
刑
事
訴
訟
の
場
で
争
わ
れ
、
い
ず
れ
も
合
憲
性
が
肯
定
さ
れ

　
て
来
た
。
た
と
え
ば
福
岡
地
小
倉
支
判
昭
六
一
・
八
・
二
三
（
判
例
時
報
一
一
七
九
号
の
一
六
二
頁
）
参
照
。
ま
た
行
政
事
件
で
も
こ
の
制
度
の
合
憲
性

　
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
再
入
国
不
許
可
処
分
取
消
等
請
求
事
件
、
東
京
地
裁
五
八
（
行
ウ
）
一
〇
号
、
平
成
元
年
四
月
二
八
日
民
事
二
部
判
決
（
判
例
時

　
報
一
三
一
六
号
の
八
七
～
八
九
頁
）
参
照
。
現
在
指
紋
押
な
つ
を
拒
否
し
て
い
る
外
国
人
に
は
出
国
に
際
し
て
、
「
再
入
国
許
可
」
を
与
え
な
い
（
入
管
法

　
第
二
六
条
参
照
）
等
の
処
分
が
な
さ
れ
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
人
（
在
留
資
格
は
永
住
）
コ
ン
ス
タ
ン
・
ル
イ
神
父
や
、
在
日
韓
国
人
ピ
ア
ニ
ス
ト
崔
善
愛
さ
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ん
（
協
定
永
住
者
）
ら
の
再
入
国
不
許
可
処
分
取
消
を
求
め
て
の
訴
訟
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
再
入
国
許
可
の
な
い
ま
ま
の
出
国
後
の
帰
国
に
際
し
て
の

協
定
永
住
権
剥
奪
（
一
八
O
日
の
在
留
期
間
を
以
っ
て
の
特
別
在
留
許
可
）
に
対
す
る
永
住
権
確
認
の
追
加
的
訴
訟
も
起
さ
れ
て
い
た
が
、
ル
イ
神
父
に

つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
七
月
二
〇
日
に
「
和
解
」
が
成
立
し
、
法
務
省
が
初
め
て
再
入
国
不
許
可
処
分
を
取
り
消
し
、
あ
ら
た
め
て
許
可
す
る
と
い
う

画
期
的
な
形
で
、
事
件
は
終
結
し
た
。
和
解
の
条
件
は
、
「
原
告
（
神
父
）
が
被
告
（
国
）
に
損
害
賠
償
の
請
求
を
し
な
い
こ
と
。
こ
れ
で
訴
訟
を
終
了
さ

せ
る
こ
と
に
合
意
す
る
こ
と
。
」
で
あ
る
。
な
お
訴
訟
費
用
は
各
自
の
分
担
と
な
っ
た
。
一
九
九
〇
年
八
月
一
九
日
付
カ
ト
リ
ッ
ク
新
聞
関
連
記
事
よ
り
。

第
三
章
　
難
民
受
け
入
れ
の
法
理
・
実
際
・
問
題
点

外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

難
民
受
け
入
れ
の
法
理

　
一
般
国
際
法
上
、
「
難
民
（
亡
命
者
、
避
難
民
も
含
む
）
」
に
つ
い
て
の
確
立
し
た
定
義
は
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
五
一
年
の
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
（
以
下
難
民
条
約
）
お
よ
び
一
九
六
七
年
の
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
の
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
が
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
条
約
の
当
事
国
に
と
っ
て
は
「
難
民
」
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
難

民
と
は
、
「
人
種
、
宗
教
、
国
籍
若
し
く
は
特
定
の
社
会
的
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
又
は
政
治
的
意
見
を
理
由
に
迫
害
を
受
け
る
お
そ
れ

が
あ
る
と
い
う
十
分
に
理
由
の
あ
る
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
、
国
籍
国
の
外
に
い
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
又
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に
そ
の
国
籍
国
の
保
護
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
及
び
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国

の
外
に
い
る
無
国
籍
者
で
あ
っ
て
、
当
該
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
又
は
そ
の
よ
う
な
恐
怖
を
有
す
る
た
め
に

当
該
常
居
所
を
有
し
て
い
た
国
に
帰
る
こ
と
を
望
ま
な
い
も
の
」
を
指
す
わ
け
で
あ
る
。
一
般
に
、
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
難
民
を
「
条
約

難
民
」
と
い
う
。
条
約
難
民
の
中
心
概
念
を
な
す
の
は
「
迫
害
」
で
あ
る
。
人
は
自
分
の
本
国
（
無
国
籍
者
の
場
合
は
常
居
所
国
）
で
の
迫
害

を
逃
れ
る
た
め
に
国
外
に
脱
出
す
る
。
こ
の
脱
出
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
世
界
入
権
宣
言
が
「
す
べ
て
人
は
、
自
国
そ
の
他
い
ず
れ
の
国
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
立
ち
去
（
中
略
）
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
、
B
規
約
も
い
く
ら
か
の
制
限
の
余
地
を
残
し
な
が
ら
で
は
あ
る
が
、
「
す
べ
て
の
者
は
、
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

い
ず
れ
の
国
（
自
国
を
含
む
。
）
か
ら
も
自
由
に
離
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
定
め
、
基
本
的
人
権
と
し
て
出
国
の
自
由
を
認
め
て
い
る
。

　
「
難
民
」
と
い
う
言
葉
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
で
は
右
の
「
条
約
難
民
」
よ
り
も
っ
と
広
く
、
た
と
え
ば
内
戦
、
武
力
抗
争
、
自
然
災

害
（
干
ば
つ
に
よ
る
水
飢
鐘
、
食
糧
不
足
、
い
な
ご
に
よ
る
食
糧
飢
鐘
等
々
）
な
ど
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
住
み
な
れ
た
地
域
を
離
れ
、
国
を

出
た
と
い
う
よ
う
な
人
々
を
も
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
難
民
（
広
義
）
の
中
に
は
条
約
難
民
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
迫
害
」
を
逃

れ
て
の
出
国
と
い
っ
た
状
況
は
見
出
せ
な
い
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
広
義
の
難
民
も
、
「
国
（
国
籍
国
又
は
常
居
所
国
）

を
出
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
は
、
迫
害
を
逃
れ
て
出
国
し
た
条
約
難
民
と
共
通
し
た
部
分
が
あ
る
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
一
九
九
〇
年
八
月
二
日
の
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ
ー
ト
侵
攻
に
よ
っ
て
数
十
万
人
の
ア
ジ
ア
系
難
民
が
発
生
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
自
分
の
国
籍
国
あ
る
い
は
常
居
所
国
で
は
な
く
、
出
稼
ぎ
先
の
国
家
（
イ
ラ
ク
、
ク
ウ
ェ
ー
ト
）
を
追
わ
れ
て
旅
費
が
な
い
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
人
々
で
あ
る
が
、
今
日
の
マ
ス
コ
ミ
は
こ
う
し
た
人
々
を
も
「
難
民
」
と
称
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
な
お
、
難
民
の
中
で
若
干
特
殊
な
扱
い
を
受
け
て
来
た
の
が
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
四
月
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
終
結
す
る

と
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
大
量
流
出
が
始
ま
っ
た
。
同
年
一
二
月
九
日
、
国
連
総
会
は
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
へ
の
人
道
的
援
助
を
U
N
H
C
R
に

命
ず
る
決
議
を
採
択
し
た
が
、
こ
の
決
議
に
基
づ
き
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
（
ベ
ト
ナ
ム
、
ラ
オ
ス
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
か
ら
脱
出
す
る
人
々
は
、

何
ら
の
審
査
も
な
く
、
一
括
し
て
難
民
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
て
来
た
。
そ
れ
は
長
期
の
戦
乱
に
よ
る
荒
廃
に
加
え
て
社
会
体
制
の
急
激
な
変

化
が
起
り
、
そ
れ
を
逃
れ
る
人
々
は
誰
も
が
「
難
民
」
と
認
め
う
る
状
況
に
あ
っ
た
し
、
ま
た
余
り
の
多
人
数
の
た
め
、
一
人
一
人
の
（
難
民
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

認
定
作
業
を
実
施
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
難
民
は
こ
の
よ
う
に
、
「
条
約
難
民
」
（
狭
義
の
難
民
）
、
広
義
の
難
民
、
お
よ
び
後
述
す
る
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
導
入
ま
で
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ

難
民
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
お
お
む
ね
分
類
で
き
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
日
、
そ
の
数
は
一
千
四
百
万
人
を
こ
え
る
膨
大
な
も
の
に
達
し
て
い

　
　
　
　
　
　
の

る
（
付
表
⑥
参
照
）
。
い
ず
れ
の
種
類
の
難
民
に
せ
よ
、
彼
ら
は
こ
れ
ま
で
い
た
国
（
通
常
は
国
籍
国
又
は
無
国
籍
者
の
常
居
所
国
。
し
か
し

出
稼
ぎ
先
の
国
家
も
含
む
）
に
居
ら
れ
な
い
事
情
が
発
生
し
て
、
や
む
を
得
ず
、
他
国
に
入
国
（
庇
護
）
を
求
め
て
来
た
と
い
う
点
で
、
前
章
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
扱
っ
た
通
常
の
外
国
人
と
は
異
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
て
、
難
民
受
け
入
れ
に
関
し
て
は
、
ま
ず
世
界
人
権
宣
言
が
「
す
べ
て
の
者
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

迫
害
か
ら
の
庇
護
を
他
国
に
求
め
、
か
つ
、
こ
れ
を
他
国
か
ら
享
受
す
る
権
利
を
有
す
る
。
」
と
規
定
し
た
。
こ
の
表
現
か
ら
は
、
他
国
が
迫

害
を
逃
れ
庇
護
を
求
め
て
来
た
外
国
人
に
「
庇
護
を
与
え
る
義
務
を
負
っ
た
」
と
ま
で
は
い
い
切
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
は
「
宣

言
」
の
文
章
で
あ
る
。
そ
し
て
B
規
約
で
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
規
定
は
設
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
個
人
に
出
国
の
自
由
を
認
め
た
だ
け

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
文
に
見
る
か
ぎ
り
、
国
家
に
難
民
を
受
け
入
れ
る
義
務
が
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
　
と
こ
ろ
が
一

九
五
一
年
に
採
択
さ
れ
た
難
民
条
約
で
は
、
当
事
国
に
難
民
受
け
入
れ
の
義
務
を
こ
そ
負
わ
せ
は
し
な
か
っ
た
が
、
不
法
入
国
し
た
難
民
で
も
、

遅
滞
な
く
当
局
に
出
頭
し
て
そ
の
理
由
を
示
せ
ば
不
法
入
国
・
滞
在
を
理
由
と
し
て
刑
罰
を
科
す
る
こ
と
を
禁
じ
（
第
三
一
条
）
、
追
放
に
つ

い
て
も
厳
し
い
制
限
を
加
え
（
第
三
二
条
）
た
う
え
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ン
・
ル
フ
ー
ル
マ
ン
」
の
原
則
を
取
り
入
れ
（
第
三
三
条
）
、
さ
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

難
民
の
帰
化
・
同
化
の
促
進
を
規
定
し
た
（
第
三
四
条
）
ほ
か
、
難
民
が
庇
護
国
で
享
受
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
を
も
規
定
し
た
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

一
九
六
七
年
＝
戸
一
四
日
に
採
択
さ
れ
た
領
土
的
庇
護
に
関
す
る
宣
言
で
は
、
世
界
人
権
宣
言
第
一
四
条
を
援
用
で
き
る
者
に
対
し
国
家
が

庇
護
を
与
え
る
こ
と
は
平
和
的
か
つ
人
道
的
行
為
で
あ
っ
て
、
他
国
は
こ
れ
を
非
友
好
的
行
為
と
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
前
文
第
四
段
）
、

宣
言
第
一
四
条
援
用
権
者
に
与
え
ら
れ
た
国
家
に
よ
る
庇
護
は
、
他
の
す
べ
て
の
国
家
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
第
一
条
第
一
項
）
、

庇
護
を
与
え
る
か
否
か
は
庇
護
を
与
え
る
国
の
み
が
判
断
す
る
こ
と
（
第
一
条
第
三
項
）
等
を
規
定
し
た
。
こ
こ
に
お
い
て
、
領
土
的
庇
護
に

つ
い
て
は
、
国
家
の
義
務
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
「
庇
護
権
」
と
い
っ
た
観
念
が
一
応
確
立
し
た
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
一
九
五
四
年
、
米

州
諸
国
間
で
署
名
さ
れ
た
「
領
土
的
庇
護
に
関
す
る
条
約
」
第
一
条
で
も
、
こ
れ
を
「
権
利
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
同
じ
ラ
米
諸
国
間
で
は
、

た
と
え
ば
｝
九
こ
八
年
の
「
庇
護
に
関
す
る
条
約
」
、
一
九
三
一
二
年
の
「
政
治
的
庇
護
に
関
す
る
条
約
」
、
一
九
五
四
年
の
「
外
交
的
庇
護
に
関

す
る
条
約
」
等
で
外
交
的
庇
護
の
「
権
利
」
を
認
め
る
か
の
条
文
（
た
と
え
ば
一
九
五
四
年
条
約
第
二
条
参
照
）
を
設
け
て
い
る
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
国
際
司
法
裁
判
所
が
庇
護
事
件
に
対
す
る
一
九
五
〇
年
二
月
二
〇
日
付
の
判
決
で
、
「
外
交
的
庇
護
」
自
体
が
米
州
諸
国
間
の
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

習
国
際
法
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
地
域
で
も
、
ま
た
世
界
的
に
も
、
外
交
的
庇
護
権
は
ま
だ
確
立
し
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説論

て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
国
家
に
と
っ
て
大
量
の
難
民
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
非
常
な
経
済
的
負
担
を
伴
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
難
民
の
受
け
入
れ
は
多
く
の
国
の
協
力
（
負
担
の
分
担
）
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
に
も
、
一
九
七
五
年
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
終
結
以
来
始
っ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
、
A
S
E
A
N
諸
国
等
へ
の
流
入
数
は
ピ
ー
ク
時
の

一
九
七
九
年
ま
で
に
は
累
計
数
七
〇
二
、
四
四
九
人
に
達
し
ハ
一
九
七
九
年
度
一
年
間
だ
け
で
も
三
九
〇
、
壬
二
五
人
と
い
う
驚
く
べ
き
多
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

を
示
し
た
う
え
、
こ
の
年
の
末
の
難
民
滞
留
者
も
四
〇
五
、
二
三
三
人
と
い
う
数
に
達
し
て
、
こ
れ
ら
諸
国
の
負
担
の
限
度
を
は
る
か
に
越
え

た
の
で
、
こ
の
間
題
を
話
し
合
う
た
め
に
一
九
七
九
年
七
月
二
一
二
一
日
の
第
一
回
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国
際
会
議
（
於
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
）
が
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
一
九
七
九
年
五
月
三
〇
日
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
政
府
と
U
N
H
C
R
と
の
間
で
、
O
D
P
（
い
わ
ゆ
る
『
合
法

的
出
国
計
画
』
）
に
関
す
る
了
解
覚
え
書
も
取
り
交
わ
さ
れ
た
。

　
こ
の
第
一
回
会
議
で
は
、
A
S
E
A
N
諸
国
（
タ
イ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ァ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
に
香
港
、
日
本

を
加
え
た
七
か
国
が
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
に
第
一
次
庇
護
を
与
え
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
フ
ラ
ン
ス
、

　
　
　
　
　
　
　
⑭

日
本
等
の
先
進
諸
国
が
第
三
国
定
住
を
認
め
る
と
い
う
、
二
段
構
え
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
受
け
入
れ
方
式
が
作
ら
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
式
は

そ
れ
以
後
、
う
ま
く
機
能
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
会
議
以
後
、
実
際
に
も
次
第
に
減
少
し
て
来
て
い
た
A
S
E
A
N
諸
国
等
で
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
滞
留
数
が
、
一
九
八
九
年
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

境
い
に
ふ
た
た
び
大
幅
に
増
え
、
海
岸
で
の
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
「
押
し
返
し
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
始
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
第
一
回
会

議
で
作
ら
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
受
け
入
れ
方
式
が
う
ま
く
機
能
し
な
く
な
っ
て
来
た
た
め
に
、
一
九
八
九
年
六
月
一
三
・
四
日
、
ふ
た
た
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
第
二
回
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
会
議
の
成
果
は
、
C
P
A
、
い
わ
ゆ
る
「
包

括
的
行
動
計
画
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
、

一
、
（
イ
ン
ド
シ
ナ
）
難
民
の
出
身
国
は
で
き
る
だ
け
非
合
法
な
密
出
国
を
取
り
締
ま
り
、
そ
の
か
わ
り
に
合
法
的
な
移
住
の
方
法
を
奨
励
す
る
。

　
そ
の
た
め
に
既
存
の
「
O
D
P
・
合
法
的
出
国
計
画
」
な
ど
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。
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二
、
O
D
P
以
外
で
出
国
し
て
し
ま
っ
た
人
々
に
は
、
第
一
次
庇
護
の
機
会
を
必
ら
ず
与
え
る
。
そ
し
て
で
き
る
だ
け
早
く
滞
在
施
設
で
ス
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

　
リ
ー
ニ
ン
グ
（
難
民
資
格
審
査
）
を
行
う
。
こ
の
審
査
の
基
準
は
、
一
九
五
一
年
の
難
民
条
約
と
、
一
九
六
七
年
の
同
議
定
書
と
が
定
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
と
こ
ろ
と
同
じ
で
あ
る
。

三
、
右
の
審
査
の
結
果
、
難
民
と
認
定
さ
れ
た
人
は
、
従
来
通
り
第
三
国
定
住
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
。
難
民
と
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
人
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
原
則
と
し
て
出
身
国
に
帰
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
「
自
発
的
本
国
帰
還
」
が
奨
励
さ
れ
る
。
な
お
、
帰
国
に
応
じ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
人
は
、
無
期
限
に
専
用
収
容
施
設
に
留
ま
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
の
会
議
の
成
果
の
中
心
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
導
入
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
一
括
し
て
難
民
と
み
な
さ

れ
て
来
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
も
、
個
別
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
、
そ
の
難
民
資
格
審
査
の
基
準
が
い
わ
ゆ
る

「
条
約
難
民
」
の
そ
れ
と
同
じ
と
さ
れ
た
（
日
本
で
は
一
時
庇
護
上
陸
許
可
の
基
準
を
採
用
し
て
い
る
が
「
迫
害
」
要
件
は
必
要
と
さ
れ
て
い
る
）

た
め
に
、
単
に
よ
り
よ
い
生
活
を
求
め
て
出
国
し
て
来
た
人
々
（
が
も
し
今
ま
で
に
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
以
後
こ
の
人
達
）
の
移
住
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
審
査
制
度
は
、
こ
の
会
議
の
前
か
ら
、
す
で
に
東
南
ア
ジ
ア
の
第
一
次
庇
護
国
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
は
、
実
施
さ
れ
て
来
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
以
後
は
、
他
の
国
も
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
対
し
、
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
現
に
わ
が
国
も
こ
の
会
議
で
の
合
意
を
受
け
て
平
成
元
年
九
月
一
二
日
付
閣
議
了
解
で
翌
九
月
一
三
日

か
ら
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
を
導
入
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
か
つ
て
の
敗
戦
国
日
本
も
経
済
復
興
が
進
む
に
つ
れ
、
人
道
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
関
連
地
域
ひ
い
て
は
世
界
の
平
和
と
安
定
に
も

影
響
を
及
ぼ
し
得
る
政
治
的
間
題
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
「
難
民
間
題
」
へ
の
関
与
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
難
民
援
助
に
積
極
的
に
取

り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
の
主
要
な
一
員
と
し
て
、
先
述
の
一
九
七
九
年
の
第
一
回
国
際

会
議
の
結
果
で
は
、
第
一
次
庇
護
国
で
あ
る
と
同
時
に
第
三
国
定
住
国
と
も
な
る
と
い
う
特
異
な
地
位
を
引
き
受
け
、
一
九
八
一
年
に
は
難
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

条
約
に
も
加
入
し
て
（
一
九
八
二
年
一
月
一
日
か
ら
日
本
に
つ
い
て
発
効
）
、
入
管
法
を
改
正
し
、
難
民
受
け
入
れ
の
制
度
を
整
え
た
。
ま
た
、
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説論

一
九
七
九
年
以
降
は
U
N
H
C
R
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
救
済
一
般
計
画
に
対
し
、
所
要
経
費
の
約
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
拠
出
す
る
な
ど
、
経
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
に
も
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
日
本
の
難
民
条
約
加
入
を
受
け
て
改
正
さ
れ
た
入
管
法
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
難
民
の
定
義
を
設
け
て
「
条
約
難
民
」
概
念
を
採
用
し
、
特
例
上

陸
の
中
に
コ
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
」
と
い
う
制
度
を
新
設
し
て
、
本
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
、
上
陸
審
査
官
は
「
そ
の
者
が
難
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

条
約
第
一
条
A
㈹
に
規
定
す
る
理
由
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
理
由
に
よ
り
、
そ
の
生
命
、
身
体
又
は
身
体
の
自
由
を
害
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
っ

た
領
域
か
ら
逃
れ
て
本
邦
に
入
っ
た
者
（
傍
点
筆
者
）
」
で
か
つ
「
そ
の
者
を
一
時
的
に
上
陸
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
」
と
思
料
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
は
、
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
条
約
難
民
」
よ
り
や
や
広
い
枠
で
上

陸
許
可
基
準
を
定
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
生
命
、
身
体
又
は
身
体
の
自
由
を
害
さ
れ
る
お
そ
れ
」
つ
ま
り
「
迫
害
」
要
件
は
加
味
さ

れ
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
難
民
」
（
特
に
「
迫
害
」
要
件
を
欠
く
者
）
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
難
い
。
「
条
約
難
民
」
で

な
く
こ
の
上
陸
許
可
が
与
え
ら
れ
る
者
の
範
囲
は
せ
い
ぜ
い
迫
害
要
件
を
充
す
「
広
義
の
難
民
」
と
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
と
の
ご
く
一
部
に
限
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
上
陸
許
可
に
際
し
て
、
入
国
審
査
官
は
「
上
陸
期
間
、
住
居
及
び
行
動
範
囲
の
制
限
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

件
を
付
し
、
か
つ
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
紋
を
押
な
つ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
が
、
こ
こ
に
い
う
「
上
陸
期
問
は
、

百
八
十
日
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
定
め
」
ら
れ
、
「
住
居
は
、
入
国
審
査
官
が
一
時
庇
護
の
た
め
の
上
陸
中
の
住
居
と
し
て
適
当
と
認
め
る
施

設
を
指
定
」
し
た
も
の
と
な
り
、
「
行
動
の
範
囲
は
（
特
別
な
場
合
を
除
い
て
）
指
定
さ
れ
た
住
居
の
属
す
る
市
町
村
の
区
域
内
」
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

さ
ら
に
「
そ
の
他
の
条
件
は
、
報
酬
を
受
け
る
活
動
の
禁
止
そ
の
他
特
に
必
要
と
認
め
る
事
項
」
と
定
め
ら
れ
る
な
ど
、
か
な
り
そ
の
条
件
は

厳
し
い
。

　
こ
う
し
て
日
本
に
一
時
庇
護
上
陸
を
許
可
さ
れ
た
人
の
多
く
は
、
日
本
に
他
の
形
で
上
陸
を
許
可
さ
れ
た
後
に
「
難
民
」
と
な
る
事
由
が
発

生
し
た
人
と
と
も
に
、
入
管
法
第
六
一
条
の
二
第
一
項
の
定
め
る
「
難
民
の
認
定
」
の
申
請
を
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
こ
の
申
請
は
、
本
邦
上

陸
の
日
（
本
邦
在
留
中
に
難
民
と
な
る
事
由
が
発
生
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
日
）
か
ら
六
〇
日
以
内
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
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⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
。
入
管
法
第
七
章
の
二
（
第
六
一
条
の
二
か
ら
第
六
一
条
の
二
の
八
ま
で
の
八
か
条
）
は
こ
の
難
民
の
認
定
を
め
ぐ
る
諸
規
定
で
あ
る
が
、

中
で
も
注
目
し
た
い
の
は
、
「
難
民
に
関
す
る
永
住
許
可
の
特
則
」
（
第
六
一
条
の
二
の
五
〉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
同
条
に
よ
れ
ば
、
難
民
の
認

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
者
か
ら
永
住
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
法
務
大
臣
は
、
入
管
法
第
二
二
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
が
「
独
立
の
生
計
を
営
む
に
足
り
る
資
産
又
は
技
能
を
有
す
る
こ
と
」
と
い
う
要
件
を
充
し
て
い
な
く
て
も
永
住
を
許
可

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
退
去
強
制
手
続
と
の
か
か
わ
り
で
定
め
ら
れ
た
「
難
民
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
裁

決
の
特
例
」
（
第
六
一
条
の
二
の
八
）
も
注
目
に
値
し
よ
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
難
民
認
定
」
に
際
し
て

の
認
定
基
準
に
は
、
一
時
庇
護
上
陸
の
許
可
に
際
し
て
の
「
準
ず
る
理
由
」
と
い
っ
た
緩
和
要
件
の
適
用
は
な
く
、
入
管
法
第
二
条
第
三
号
の

二
に
い
う
「
難
民
」
の
定
義
が
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
わ
が
国
で
難
民
と
認
定
さ
れ
る
の
は
「
条
約
難
民
（
つ
ま
り
狭
義
の
難
民
）
」

で
あ
り
、
単
に
内
戦
や
自
然
災
害
を
逃
れ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
迫
害
要
件
を
欠
く
「
広
義
の
難
民
」
は
、
普
通
は
こ
の
認
定
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
｝
九
八
九
年
の
改
正
後
の
入
管
法
の
下
で
は
、
こ
れ
ら
難
民
認
定
を
受
け
た
者
の
在
留
資
格
は
、
お
お
む
ね

「
定
住
者
」
と
な
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
場
合
も
、
一
九
八
九
年
九
月
ニ
ニ
日
よ
り
前
に
来
た
者
は
別
と
し
て
、

そ
れ
以
後
に
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
日
本
に
来
た
者
は
、
す
で
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
に
お
け
る
審
査
に
お
い
て
C
P
A
解
説
に
あ
る
よ
う

に
「
条
約
難
民
」
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
か
、
も
し
く
は
入
管
法
第
一
八
条
の
二
の
基
準
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
無
審
査
で
あ
っ

た
以
前
と
比
べ
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
へ
の
一
時
庇
護
上
陸
が
認
め
ら
れ
る
幅
は
か
な
り
狭
く
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
第
一
次

庇
護
を
与
え
ら
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
、
日
本
に
定
住
を
認
め
ら
れ
る
場
合
の
在
留
資
格
も
、
「
定
住
者
」
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
難
民
受
け
入
れ
の
実
際

　
以
上
、
わ
が
国
が
受
け
入
れ
る
難
民
は
い
わ
ゆ
る
「
条
約
難
民
」
と
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
　
　
こ
れ
も
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
導
入
後
は
条
約
難
民

と
同
じ
か
ま
た
は
そ
れ
よ
り
や
や
広
範
囲
の
人
々
！
で
あ
ろ
う
か
ら
、
以
下
こ
れ
ら
二
種
類
の
難
民
受
け
入
れ
の
実
態
を
紹
介
し
よ
う
。
な
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お
入
管
法
第
一
八
条
の
二
の
「
準
ず
る
理
由
」
で
入
国
し
た
広
義
の
難
民
に
つ
い
て
は
、
実
情
不
明
確
な
の
で
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。

　
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
条
約
難
民
」
の
場
合
は
、
資
料
は
や
や
古
い
が
末
尾
の
付
表
ω
が
示
す
よ
う
に
、
難
民
条
約
が
日
本
に
つ
い
て
発
効
し

た
一
九
八
二
年
一
月
一
日
以
来
、
一
九
八
六
年
六
月
ま
で
で
、
難
民
認
定
申
請
総
数
④
が
六
七
四
件
、
う
ち
処
理
済
件
数
⑧
が
五
三
一
件
（
全

体
の
七
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
分
の
三
強
）
、
そ
し
て
難
民
と
認
定
さ
れ
た
件
数
が
一
七
一
件
（
⑧
に
対
し
て
三
二
・
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
三

分
の
一
弱
。
④
に
対
し
て
二
五
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
、
四
分
の
一
）
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
認
定
を
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
件
数
が
、
⑧
に
対

し
て
六
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
④
に
対
し
て
は
七
四
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
い
う
高
率
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
申
請
数
も
初
年
度
の
五
八
O
件

を
除
け
ば
各
年
度
と
も
極
め
て
少
な
く
、
四
年
問
半
の
期
問
中
で
六
七
四
件
と
い
う
の
も
、
世
界
の
難
民
総
数
が
「
広
義
の
難
民
」
を
含
め
て

で
は
あ
る
に
し
て
も
、
一
千
四
百
万
人
を
こ
え
て
い
る
中
で
は
余
り
に
も
少
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
方
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
る
こ
の
難
民
間
題
に
つ
い
て
の
国
際
会
議
の
結
果
、
一
九
八
九
年

の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
導
入
ま
で
は
、
出
国
者
の
全
員
が
自
動
的
に
難
民
と
認
定
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
七
五
年
以
降
、
彼
ら
が
A
S

E
A
N
諸
国
や
そ
の
他
の
第
一
次
受
け
入
れ
国
へ
流
入
し
た
数
は
、
U
N
H
C
R
資
料
に
よ
る
平
成
二
年
三
月
ご
二
日
現
在
で
、
累
計
一
、
三

六
三
、
七
四
九
人
を
数
え
、
そ
の
う
ち
、
一
、
二
二
六
、
五
八
三
人
が
ど
こ
か
に
定
住
先
を
見
つ
け
て
定
住
し
た
と
い
う
。
こ
の
数
に
、
一
九

七
五
年
の
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
時
に
米
国
に
定
住
し
た
約
二
二
万
人
と
、
一
九
七
八
年
に
中
国
に
定
住
し
た
北
越
難
民
二
六
・
三
万
人
と
を
加
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
、
一
九
七
五
年
以
降
、
約
一
六
二
万
人
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
が
定
住
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
う
ち
日
本
が
定
住
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

め
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
、
平
成
二
年
三
旦
三
日
現
在
で
六
、
六
二
四
人
（
六
、
六
〇
七
人
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
定
住
し
た
全
イ

ン
ド
シ
ナ
難
民
の
○
・
四
％
を
日
本
は
受
け
入
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
さ
て
、
一
九
七
五
年
以
来
日
本
に
上
陸
し
た
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
、
一
九
九
〇
年
四
月
三
〇
日
ま
で
の
累
計
数
は
一
二
、
五
三
九
人
（
出
生

数
四
六
二
人
を
加
え
る
と
、
＝
二
、
○
〇
一
人
と
な
る
。
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
内
訳
を
見
る
と
、
日
本
（
第
一
次
庇
護
国
）
か
ら
さ
ら

に
第
三
国
に
定
住
す
る
た
め
出
国
し
た
者
六
、
五
三
一
人
（
出
生
数
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
、
死
亡
数
一
六
人
、
日
本
に
定
住
し
た
者
二
、
七
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〇
一
人
、
平
成
二
年
四
月
三
〇
日
現
在
で
の
滞
留
数
一
、
一
〇
二
人
、
退
去
強
制
手
続
中
の
た
め
入
管
施
設
に
収
用
さ
れ
て
い
る
者
二
、
六
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
人
（
合
計
一
三
、
○
〇
一
人
）
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
上
陸
し
た
者
（
出
生
を
含
め
て
）
一
三
、
O

O
一
人
の
う
ち
、
日
本
に
定
住
し
た
者
が
二
、
七
〇
一
人
（
二
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
）
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
日
本
人
と
し
て
心
す
べ

き
事
柄
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
と
し
て
は
も
っ
と
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
1
一
九
八
五
年
七
月
九
日
付
閣
議
了
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

で
一
万
人
の
受
け
入
れ
枠
を
設
定
し
て
い
る
ー
が
、
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
が
日
本
定
住
を
望
ま
な
い
と
い
う
事
情
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

日
本
定
住
が
望
ま
れ
な
い
こ
の
現
実
に
つ
い
て
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
日
本
に
定
住
す
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
し
て
日
本
で
第
一
次
庇
護
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
日
本

に
定
住
し
た
者
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
の
他
の
国
で
第
一
次
庇
護
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
後
日
本
を
第
三
国
定
住
先
に
選
ん
で

定
住
し
て
来
た
者
も
い
る
。
一
九
八
八
年
以
降
、
日
本
に
定
住
し
て
い
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
累
計
数
は
、
平
成
二
年
四
月
三
〇
日
現
在
で
六
、

六
〇
七
人
（
出
生
数
を
加
え
て
六
、
六
二
四
人
）
で
あ
り
、
そ
の
内
訳
は
付
表
㈹
の
示
す
通
り
、
元
留
学
生
・
研
修
生
等
七
四
二
人
、
ベ
ト
ナ

ム
か
ら
の
合
法
的
出
国
者
四
五
四
人
、
海
外
の
キ
ャ
ン
プ
か
ら
定
住
し
た
者
二
、
七
一
〇
人
、
国
内
一
時
滞
在
施
設
か
ら
定
住
し
た
者
二
、
七

　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

〇
一
人
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
定
住
者
の
国
籍
別
内
訳
も
、
付
表
㈹
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
日
本
へ
の
定
住
者
の
内
訳
を
見
て
、
と
く

に
海
外
（
第
一
次
庇
護
国
）
か
ら
の
日
本
を
第
三
国
と
し
て
の
定
住
数
二
、
七
一
〇
人
を
多
い
と
見
る
か
少
な
い
と
見
る
か
は
、
各
人
の
間
で

見
解
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
余
り
多
い
数
字
と
は
い
え
な
い
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
は
平
成
二
年
四
月
三
〇
日
ま
で
に
、
一
四
、
二
五
六
人
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
第
一
次
庇
護
及
び
定
住
の
た
め
に
受

け
入
れ
て
お
り
、
こ
の
う
ち
六
、
五
三
一
人
が
米
国
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
等
に
定
住
す
る
た
め
出
国
し
た
が
、
六
、
六
〇
七
人
（
出

生
を
入
れ
て
六
、
六
二
四
人
）
が
わ
が
国
に
定
住
し
、
一
、
一
〇
二
人
が
今
も
滞
留
し
て
い
る
。
こ
の
六
、
六
二
四
人
（
又
は
六
、
六
〇
七
人
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
い
う
定
住
累
計
受
け
入
れ
数
は
、
世
界
の
諸
国
の
中
で
は
一
二
位
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
世
界
の
定
住
総
数
一
六
二
万
人

の
O
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
数
を
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
第
三
国
定
住
者
総
数
の
一
、
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二
二
六
、
五
八
三
人
と
比
べ
て
も
、
そ
の
わ
ず
か
○
・
五
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
。
ま
し
て
こ
れ
を
全
世
界
の
難
民
概
数
一
千
四
百
万
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
比
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
○
・
〇
四
七
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
微
々
た
る
数
字
と
な
る
の
で
あ
る
。

難
民
受
け
入
れ
の
問
題
点

　
わ
が
国
に
お
け
る
難
民
受
け
入
れ
の
問
題
点
は
、
事
実
と
し
て
わ
が
国
が
受
け
入
れ
て
い
る
難
民
の
数
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
極
め
て
少
な

い
と
い
う
こ
と
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
、
わ
が
国
が
お
か
れ
て
い
る
地
理
的
条
件
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ち
島
国
で
あ
る
た
め
に
国
境
を
接
し
て
い
る
国
が
な
く
、
陸
路
で
難
民
が
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
他
地
域
は
も
と
よ
り
、
最
も
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
の
難
民
を
か
か
え
る
と
い
わ
れ
る
ア
ジ
ア
の
難
民
送
出
国
か
ら
も
比
較
的
離
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
も
重
要
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
が
、
こ
れ
ら
を
別
と
す
れ
ば
、
第
一
の
問
題
点
は
、
入
管
法
が
採
用
し
て
い
る
一
時
庇
護
上
陸
許
可
の
基
準
が
厳
し
く
、
ほ
ぼ
狭
義
の
難
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
限
っ
て
受
け
入
れ
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
す
る
従
来
の
例
外
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
　
　
と
く
に
日
本
に
や
っ
て
来
る
の
は
ベ
ト
ナ
ム
・
ボ
ー
ト
ピ
ー

プ
ル
で
あ
る
が
ー
過
去
一
四
年
間
、
一
律
・
自
動
的
に
「
難
民
」
と
し
て
み
な
さ
れ
、
第
一
次
庇
護
を
与
え
ら
れ
、
希
望
す
れ
ば
定
住
枠
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

で
あ
り
、
か
つ
閣
議
了
解
に
定
め
ら
れ
た
定
住
適
格
性
が
あ
れ
ば
、
日
本
に
定
住
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
し
か
し
一
九
八
九
年
七
月
の
第
二
回

イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
国
際
会
議
を
受
け
て
、
日
本
も
同
年
九
月
一
三
日
以
後
は
「
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
」
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
審
査
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

準
は
上
述
の
よ
う
に
「
条
約
難
民
」
も
し
く
は
日
本
で
は
入
管
法
第
一
八
条
の
二
の
定
め
る
基
準
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
達
の
受

け
入
れ
口
も
、
大
幅
に
狭
め
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
合
法
的
出
国
計
画
に
よ
る
出
国
者
の
受
け
入
れ
は
、
こ
の
会
議
で
も

む
し
ろ
奨
励
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
O
D
P
に
よ
る
入
国
の
道
が
こ
の
人
達
に
は
ま
だ
大
き
く
開
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
る
。

　
し
か
し
そ
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
日
本
に
定
住
し
て
い
る
人
数
は
そ
れ
程
多
く
な
い
。
ま
た
、
定
住
で
き
た
と
こ
ろ
で
、

定
住
者
は
永
住
者
と
異
な
り
、
そ
の
在
留
期
間
は
法
務
大
臣
の
指
定
す
る
期
間
（
更
新
可
）
に
限
ら
れ
る
。
一
九
八
九
年
夏
、
日
本
に
大
量
に
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漂
着
し
た
難
民
船
の
出
発
地
と
み
な
さ
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
の
ク
ァ
ン
ニ
ン
省
を
訪
ね
た
日
本
人
記
者
は
、
当
地
の
出
国
希
望
者
の
う
ち
、
日
本
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

き
希
望
者
は
皆
無
だ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
外
国
人
（
「
難
民
」
？
）
の
間
で
、
日
本
が
魅
力
あ
る
国
で
な
い
こ
と
こ
そ
、

日
本
が
こ
れ
ま
で
受
け
入
れ
て
来
た
難
民
数
が
少
な
い
原
因
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
筆
者
は
第
二
の
間
題
点
と
考
え
た
い
。

　
第
三
の
間
題
点
は
、
第
一
の
問
題
点
の
う
ら
返
し
に
な
る
が
、
日
本
が
「
迫
害
」
を
重
視
し
、
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
難
民
」
の
受
け
入
れ
を

余
り
積
極
的
に
考
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
外
国
人
「
単
純
」
労
働
者
の
受
け
入
れ
間
題
同
様
、
経
済
大
国
日
本
と
し
て
、
今
後
検

討
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
。
「
日
本
は
国
土
が
狭
く
、
国
民
が
同
質
的
で
、
人
種
や
文
化
や
言
語
の
異
な
る
外
国
人
難
民
を

受
け
入
れ
る
よ
り
、
現
地
で
経
済
援
助
を
し
た
方
が
…
…
」
と
い
っ
た
声
が
す
ぐ
聞
こ
え
て
来
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
に
も
、
日
本

へ
の
移
住
の
希
望
が
あ
れ
ば
、
．
少
し
は
日
本
も
受
け
入
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
お
よ
び
日
本
人
の
度
量
の
広
さ
が
望
ま
れ
る
。

①
難
民
条
約
は
一
九
五
一
年
七
月
一
天
日
、
難
民
及
び
無
国
籍
者
の
地
位
に
関
す
る
国
連
全
権
会
議
で
採
択
、
一
九
五
四
年
四
月
二
二
日
発
効
。
議
定
書

　
は
一
九
六
六
年
一
一
月
一
八
日
国
連
経
済
社
会
理
事
会
で
承
認
、
同
年
二
一
月
一
六
日
総
会
決
議
で
各
国
へ
の
送
付
を
要
請
、
一
九
六
七
年
一
旦
三
日

　
作
成
、
一
九
六
七
年
一
〇
月
四
日
発
効
。
わ
が
国
は
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
一
九
八
一
年
六
月
五
日
国
会
承
認
、
条
約
に
関
し
て
は
、
一
〇
月
三
日
加
入
書

　
寄
託
、
一
〇
月
一
五
日
公
布
、
一
九
八
二
年
一
月
一
日
発
効
、
議
定
書
に
つ
い
て
は
一
九
八
二
年
一
月
一
日
に
加
入
書
寄
託
、
公
布
、
発
効
と
な
っ
て
い
る
。

②
第
二
二
条
第
二
項
。

③
第
一
二
条
第
二
項
。
な
お
、
同
条
第
三
項
で
は
こ
の
権
利
が
、
一
定
の
要
件
の
下
で
制
限
で
き
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
出
国
の
制
限
は
、
外
国

　
人
に
つ
い
て
は
入
管
法
第
二
五
条
の
二
等
の
規
定
な
ど
か
ら
制
限
さ
れ
る
場
合
が
明
白
で
あ
る
が
、
国
民
に
つ
い
て
も
同
様
な
場
合
を
類
推
し
て
い
い
で

　
あ
ろ
う
。

④
一
九
九
〇
年
九
月
一
日
付
、
お
よ
び
同
年
九
月
五
日
付
朝
日
新
聞
の
関
連
記
事
参
照
。
一
日
付
の
記
事
で
は
、
難
民
数
七
〇
万
人
と
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
広
義
の
難
民
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
一
九
六
九
年
の
「
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
難
民
問
題
の
特
定
側
面
を
規
律
す
る
ア
フ
リ
カ
統
一
機
構
条
約
」
（
ア

　
フ
リ
カ
難
民
条
約
）
第
一
条
第
二
項
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑤
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
二
〇
号
（
一
九
八
九
年
九
二
〇
月
）
一
〇
頁
参
照
。

⑥
付
表
⑥
に
集
計
さ
れ
た
難
民
総
数
一
四
、
七
七
八
、
二
二
四
人
は
い
わ
ゆ
る
「
広
義
の
難
民
」
に
、
「
条
約
難
民
」
も
ゴ
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
」
も
含
め
た
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説論

　
最
広
義
の
難
民
の
数
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
一
九
八
九
年
か
ら
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
導
入
さ
れ
て
か
ら
は
、
「
条
約
難
民
」
と
「
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
」

　
の
区
別
は
大
き
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
難
民
認
定
基
準
は
入
管
法
第
一
八
条
の
二
に
従
っ
た
と
こ
ろ
で
、

　
「
条
約
難
民
」
の
基
準
を
そ
れ
ほ
ど
緩
和
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
導
入
以
前
に
入
国
し
て
い
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民

　
に
は
こ
の
審
査
は
行
わ
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
意
昧
で
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
今
も
一
つ
の
種
類
と
考
え
ら
れ
る
。
O
D
P
制
度
の
適
用
も
、
彼
ら
の
受
け
入

　
れ
を
容
易
に
し
て
い
る
。

⑦
通
常
の
外
国
人
は
自
分
の
本
国
等
に
「
居
ら
れ
な
く
」
な
っ
て
入
国
を
求
め
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
単
に
よ
り
よ
い
収
入
を
求
め
て

　
出
稼
ぎ
目
的
で
来
る
人
々
1
い
わ
ゆ
る
経
済
難
民
1
は
当
然
「
難
民
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
単
な
る
外
国
人
で
あ
る
。

⑧
第
一
四
条
第
一
項
。
こ
の
「
庇
護
を
享
受
す
る
権
利
」
は
、
原
案
の
「
庇
護
を
受
け
る
権
利
」
を
修
正
し
た
文
章
だ
と
い
わ
れ
る
。
国
際
法
辞
典
「
庇

　
護
権
」
の
項
参
照
。

⑨
第
三
条
以
下
参
照
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
、
国
民
と
同
等
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
も
の
、
外
国
人
中
の
最
恵
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
も
の
、
で
き
る
だ
け
有
利

　
な
待
遇
で
か
つ
い
か
な
る
場
合
で
も
一
般
の
外
国
人
に
与
え
る
の
と
同
程
度
の
待
遇
が
与
え
ら
れ
る
も
の
の
三
種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
（
国
際
法
辞
典
、

　
「
亡
命
者
の
地
位
に
関
す
る
条
約
」
の
項
参
照
。
）

⑩
国
連
総
会
決
議
第
二
三
二
一
号
（
第
二
二
回
総
会
）
。
こ
の
宣
言
と
同
主
旨
の
こ
と
は
、
一
九
六
九
年
の
い
わ
ゆ
る
「
ア
フ
リ
カ
難
民
条
約
」
に
も
規
定

　
さ
れ
た
。
と
く
に
、
第
二
条
、
第
一
条
第
六
項
等
参
照
。

⑪
高
野
雄
一
編
著
『
判
例
研
究
国
際
司
法
裁
判
所
』
一
九
六
九
年
東
大
出
版
会
二
五
頁
参
照
。

⑫
こ
れ
ら
の
数
字
は
、
前
出
（
第
一
章
注
⑳
参
照
）
国
人
資
料
九
〇
ー
一
〇
に
お
け
る
一
頁
の
表
に
拠
る
。

⑬
9
号
身
U
昌
奨
9
語
惣
き
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
。
家
族
再
会
等
の
人
道
的
な
ケ
ー
ス
に
限
っ
て
、
外
国
に
親
族
を
有
す
る
ベ
ト
ナ
ム
人
の
合
法
出

　
国
を
認
め
る
計
画
で
、
た
と
え
ば
日
本
に
定
住
し
た
家
族
に
呼
び
寄
せ
ら
れ
た
ベ
ト
ナ
ム
人
は
O
D
P
で
入
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
発
効
は
し
て

　
い
な
い
が
、
「
子
供
の
権
利
条
約
」
第
一
〇
条
参
照
。

⑭
定
住
国
に
は
、
こ
の
他
、
オ
ー
ス
ト
リ
ァ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
西
独
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
タ
リ
i
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、

　
オ
ラ
ン
ダ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
ス
ペ
イ
ン
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ス
イ
ス
等
の
国
が
予
定
さ
れ
て
い
る
（
合
計
二
〇
か
国
）
。

⑮
一
九
八
七
年
に
は
一
三
八
、
二
四
八
人
に
ま
で
減
っ
て
い
た
の
が
、
一
九
八
九
年
に
は
一
九
五
、
六
七
四
人
に
ま
で
達
し
た
。
前
出
国
人
資
料
九
〇
ー

　
一
〇
　
一
頁
の
表
よ
り
。
こ
の
よ
う
な
滞
留
数
の
増
加
は
、
流
出
数
の
増
加
と
と
も
に
、
定
住
先
と
な
る
第
三
国
の
受
け
入
れ
が
進
ま
な
く
な
っ
た
結
果

　
と
も
思
わ
れ
る
。
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⑯
O
§
震
魯
魯
ω
幕
匹
目
9
》
。
け
言
の
頭
文
字
を
と
っ
た
も
の
。

⑰
U
N
H
C
R
は
、
こ
の
審
査
の
間
も
、
こ
れ
ら
被
収
容
者
と
連
絡
を
取
り
う
る
こ
と
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
い
る
と
い
う
。
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
一
九

　
号
　
九
頁
参
照
。

⑱
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
は
、
難
民
条
約
お
よ
び
同
議
定
書
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
い
て
難
民
性
を
審
査
す
る
こ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
の
導
入
に
よ
り
、
以
後

　
は
条
約
難
民
と
同
じ
条
件
を
備
え
た
難
民
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
一
九
号
　
九
頁
参
照
。
も
っ
と
も
わ
が
国
で
は
、
一
時
庇
護
上
陸

　
許
可
に
関
す
る
入
管
法
第
一
八
条
の
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
を
基
準
と
し
て
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
を
行
う
と
解
説
す
る
も
の
も
あ
る
。
『
時
の
動
き
』
平
成
二
年

　
三
月
一
五
日
号
　
五
七
頁
の
解
説
図
参
照
。
後
出
注
⑳
も
参
照
さ
れ
た
い
。

⑲
英
語
で
は
、
く
。
一
琶
岳
運
評
冒
鼠
畳
8
●

⑳
「
包
括
的
行
動
計
画
と
は
？
」
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
一
九
号
九
二
〇
頁
の
解
説
文
参
照
。
な
お
、
本
誌
に
お
け
る
C
P
A
の
ま
と
め
で
は
、
O
D

　
P
以
外
の
出
国
者
と
い
え
ど
も
、
す
べ
て
「
第
一
次
庇
護
の
機
会
は
必
ら
ず
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
主
旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
で
は
、

　
上
陸
し
て
来
た
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
の
う
ち
、
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
出
身
者
に
は
、
ま
ず
「
仮
上
陸
」
の
許
可
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
後
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が

　
実
施
さ
れ
て
、
一
時
庇
護
上
陸
を
認
め
ら
れ
る
者
（
そ
の
後
に
本
人
の
希
望
に
従
い
、
日
本
も
し
く
は
第
三
国
へ
の
定
住
が
決
ま
る
）
と
そ
う
で
な
い
者

　
と
が
分
け
ら
れ
、
後
者
は
「
無
期
限
に
収
用
施
設
に
留
ま
る
」
の
で
は
な
く
て
、
「
退
去
強
制
手
続
」
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
ボ
ー
ト
ピ
ー

　
プ
ル
で
あ
っ
て
も
、
明
ら
か
に
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
以
外
の
出
身
で
あ
る
者
又
は
イ
ン
ド
シ
ナ
人
で
あ
っ
て
も
イ
ン
ド
シ
ナ
三
国
以
外
の
第
三
国
（
た
と
え

　
ば
中
国
な
ど
）
に
お
い
て
既
に
庇
護
を
受
け
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
者
に
は
、
直
ち
に
入
管
法
に
よ
る
退
去
強
制
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、

　
若
干
の
喰
い
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
難
民
の
受
け
入
れ
と
定
住
促
進
の
た
め
の
施
策
」
『
時
の
動
き
・
政
府
の
窓
』
平
成
二
年
三
月
｝
五
日
号

　
五
五
ー
六
三
頁
、
と
く
に
五
七
頁
の
解
説
図
参
照
。
国
連
資
料
》
＼
O
O
乞
7
に
。。
歯
も
参
照
。

⑳
香
港
で
は
一
九
八
八
年
六
月
一
六
日
、
タ
イ
、
マ
レ
ー
シ
ア
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
一
九
八
九
年
三
月
一
四
日
が
い
わ
ゆ
る
「
足
切
り
日
」

　
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
一
九
号
九
頁
よ
り
。

⑳
　
一
九
五
一
年
の
難
民
条
約
に
日
本
が
加
入
す
る
ま
で
、
三
〇
年
以
上
の
年
月
が
経
っ
て
い
る
。
宮
崎
教
授
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
政
府
が
こ
の
条
約

　
に
加
入
し
な
い
表
向
き
の
理
由
は
、
そ
の
亡
命
者
（
難
民
－
筆
者
）
の
定
義
が
明
白
で
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
」
が
、
「
実
質
的
な
不
加
入
の
理
由
は
、

　
も
し
加
入
す
る
と
近
隣
諸
国
か
ら
多
く
の
外
国
人
が
亡
命
を
理
由
に
流
入
す
る
の
を
防
止
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
虞
に
あ
る
よ

　
う
」
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
宮
崎
　
前
掲
『
亡
命
と
入
管
法
』
四
六
・
七
頁
参
照
。
な
お
日
本
は
「
難
民
の
地
位
に
関
す
る
議
定
書
」
に
も
条
約
と
同
時

　
に
加
入
し
た
。
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説論

⑳
前
出
注
⑳
の
解
説
文
『
時
の
動
き
』
平
成
二
年
三
月
一
五
日
号
　
五
五
頁
参
照
。
こ
の
こ
と
は
一
九
七
九
年
七
月
の
第
一
回
国
際
会
議
で
、
園
田
外
相

　
に
よ
り
約
束
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
問
題
国
際
会
議
資
料
参
照
。

⑳
　
入
管
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
参
照
。

⑳
入
管
法
第
一
八
条
の
二
第
一
項
参
照
。
な
お
本
項
に
い
う
「
準
ず
る
理
由
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
研
究
結
果
報
告
の
機
会
を
持

　
ち
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
ま
た
本
条
の
規
定
は
、
入
管
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
の
い
う
「
…
…
生
活
上
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
な
る
お
そ
れ

　
の
あ
る
者
」
に
対
す
る
「
上
陸
拒
否
」
を
排
除
す
る
こ
と
と
な
る
と
も
解
せ
ら
れ
る
。

⑳
入
管
法
第
一
八
条
の
二
第
三
項
参
照
。

⑳
　
入
管
法
施
行
規
則
第
一
八
条
第
四
項
参
照
。

⑳
入
管
法
第
六
一
条
の
二
第
二
項
。
た
だ
し
、
や
む
を
得
な
い
場
合
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑳
難
民
認
定
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
難
民
調
査
官
に
つ
い
て
の
第
二
条
第
一
項
第
十
二
号
の
二
も
あ
る
。

⑳
国
人
資
料
九
〇
1
一
〇
一
頁
、
二
頁
、
六
頁
の
表
参
照
。

⑳
陸
路
（
ラ
オ
ス
、
ベ
ト
ナ
ム
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
）
一
、
八
二
四
人
、
海
路
（
ベ
ト
ナ
ム
）
四
、
八
O
O
人
。
国
人
資
料
九
〇
ー
一
〇
六
頁
の
表
よ
り
。

⑫
　
日
本
定
住
の
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
数
は
、
国
人
資
料
九
〇
1
一
〇
　
一
四
頁
の
表
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
年
四
月
三
〇
日
現
在
で
六
、
六
〇
七
人
と
な
っ
て

　
い
る
。
し
か
し
同
表
に
付
せ
ら
れ
た
注
に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
住
数
に
は
本
邦
定
住
後
の
出
生
数
を
含
ま
な
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
一
七
名
の

　
出
生
が
あ
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
（
付
表
㈲
参
照
）
。

⑳
　
国
人
資
料
九
〇
i
一
〇
　
九
頁
の
表
参
照
。
な
お
、
退
去
強
制
手
続
中
の
二
、
六
五
一
人
は
す
べ
て
平
成
元
年
度
（
一
九
八
九
年
）
内
に
来
た
者
で
あ
り
、

　
い
わ
ゆ
る
中
国
人
偽
装
難
民
と
い
わ
れ
た
人
々
と
思
わ
れ
る
。
一
九
八
九
年
九
月
二
一
百
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
実
施
日
以
後
は
、
イ
ン
ド
シ
ナ
（
ベ
ト
ナ
ム
）

　
人
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
い
え
ど
も
、
入
管
法
第
一
八
条
の
二
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
は
退
去
強
制
手
続
を
と
ら
れ
る
。
『
時
の
動
き
』
平
成
二
年
三
月
一

　
五
日
号
　
五
七
頁
所
載
の
解
説
図
参
照
。
な
お
、
こ
の
解
説
図
と
、
難
民
問
題
情
報
誌
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
一
九
号
　
八
・
九
頁
に
お
け
る
「
包
括
的

　
行
動
計
画
」
解
説
文
と
の
く
い
違
い
に
つ
い
て
は
、
小
稿
の
本
章
注
⑱
お
よ
び
⑳
参
照
。

⑭
　
日
本
の
受
け
入
れ
枠
は
、
一
九
七
九
年
に
五
〇
〇
人
、
一
九
八
○
年
一
、
O
O
O
人
、
一
九
八
一
年
三
、
O
O
O
人
、
扁
九
八
三
年
五
〇
〇
〇
人
と
い

　
う
ふ
う
に
順
次
閣
議
了
解
で
拡
大
さ
れ
て
来
て
い
る
。

⑳
　
国
人
資
料
九
〇
1
一
〇
　
一
四
頁
の
表
（
付
表
㈲
と
し
て
末
尾
に
付
し
た
）
参
照
。
な
お
元
留
学
生
等
七
四
二
人
は
、
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
年
）

　
四
月
以
降
に
、
留
学
生
や
研
修
生
の
資
格
で
来
日
し
、
五
四
年
（
一
九
七
九
年
）
四
月
に
難
民
と
同
様
に
定
住
を
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
者
で
、
五
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六
年
（
一
九
八
一
年
）
四
月
の
閣
議
了
解
に
よ
っ
て
定
住
枠
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
者
で
あ
る
。
そ
の
他
の
年
度
で
、
定
住
枠
に
入
れ
ら
れ
た
者
は
居
な
い
。

⑳
国
人
資
料
九
〇
ー
｝
〇
六
頁
の
表
参
照
。
一
位
は
も
ち
ろ
ん
米
国
で
、
第
三
国
定
住
者
が
七
四
〇
、
〇
七
一
人
。
こ
れ
に
一
九
七
五
年
の
サ
イ
ゴ
ン

　
陥
落
時
の
定
住
者
約
一
三
万
人
を
加
え
る
と
、
約
八
七
万
人
と
な
り
、
定
住
者
総
数
一
六
二
万
人
の
五
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
達
す
る
。

⑰
　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
数
字
は
、
わ
が
国
に
定
住
す
る
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
数
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
難
民
も
加
え
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
が
、
付
表
の
の
難
民
認
定
件
数
一
七
一
を
加
え
た
と
し
て
も
、
○
・
〇
四
八
パ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

⑱
　
特
に
広
義
の
難
民
、
す
な
わ
ち
戦
火
や
自
然
災
害
を
逃
れ
て
来
る
難
民
は
、
貧
し
く
、
徒
歩
で
難
を
逃
れ
て
来
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

　
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ブ
チ
に
流
入
し
て
来
る
ソ
マ
リ
ァ
難
民
に
関
す
る
『
レ
フ
ユ
ジ
ー
ズ
』
第
二
三
号
（
一
九
九
〇
年
三
・
四
月
）
五
頁
の
記
事
に
よ

　
れ
ば
、
八
八
年
五
月
頃
か
ら
、
「
ソ
マ
リ
ァ
北
部
か
ら
三
万
人
近
い
人
々
が
、
そ
れ
も
ほ
と
ん
ど
が
徒
歩
で
国
境
を
越
え
て
き
た
」
と
あ
る
。

⑳
付
表
⑥
に
見
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
に
は
最
も
多
く
の
難
民
が
い
る
が
、
日
本
は
彼
等
を
ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
て
い
な
い
。
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
を
中
心
と

　
し
て
六
、
六
〇
〇
人
余
り
を
受
け
入
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

⑩
　
入
管
法
第
一
八
条
の
二
第
一
項
参
照
。
本
項
で
は
、
難
民
の
定
義
（
第
二
条
第
三
号
の
二
）
よ
り
一
時
庇
護
上
陸
許
可
基
準
を
少
し
緩
和
し
て
い
る
か
ら
、

　
「
難
民
」
と
し
て
で
は
な
く
て
も
、
日
本
に
入
国
（
上
陸
）
す
る
余
地
は
多
少
は
あ
る
と
い
え
よ
う
。
広
義
の
難
民
の
極
く
一
部
は
こ
こ
に
日
本
へ
の
入
国

　
の
途
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑪
　
詳
し
く
は
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
く
別
表
定
住
者
の
地
位
を
定
め
る
告
示
参
照
。
要
約
す
れ
ば
、
在
日
親
族
と
相
互
扶
助
が
可
能
な

　
こ
と
。
善
意
の
里
親
が
い
る
こ
と
。
あ
る
い
は
独
立
し
て
生
計
を
た
て
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
『
時
の
動
き
』
平
成
二
年
三
月
一
五
日
号
　
五
七
頁
。
難
民

　
認
定
を
受
け
た
者
の
永
住
許
可
に
関
す
る
入
管
法
第
六
一
条
の
二
の
五
の
規
定
よ
り
内
容
は
厳
し
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
一
時
庇
護
上
陸
を
許

　
可
さ
れ
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
定
住
先
希
望
は
、
実
際
に
は
U
N
H
C
R
が
調
査
す
る
。

⑫
　
い
ず
れ
に
せ
よ
「
迫
害
」
の
お
そ
れ
の
有
無
が
認
定
の
決
め
手
と
な
る
が
、
そ
の
「
迫
害
」
の
実
質
的
内
容
は
極
め
て
多
様
で
あ
り
得
る
の
で
実
際
の

　
審
査
は
か
な
り
「
困
難
」
な
い
し
は
「
裁
量
的
」
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
場
合
は
、
結
局
共
産
主
義
と
あ
い
入
れ
な

　
い
思
想
の
持
ち
主
が
迫
害
を
受
け
る
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
冒
窪
召
ρ
の
8
F
§
§
偽
ミ
ミ
．
⇔
勘
§
晦
§
1
9
ミ
顛
無
＆
禽
誉
§
ぎ
章
9
喜
＆
戚
9

　
§
儀
S
等
蓉
§
　
（
Z
。
旨
げ
O
貰
。
ぎ
斜
蜜
島
毘
曽
呂
レ
O
。
。
癖
）
に
お
け
る
諸
々
の
証
言
よ
り
。
と
く
に
三
七
ー
四
一
頁
、
五
七
ー
五
九
頁
、
九
二
頁
等
参
照
。

⑬
　
一
九
八
九
年
九
月
四
日
付
朝
日
新
聞
記
事
”
時
々
刻
々
”
参
照
。
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説
　
第
四
章
　
外
国
人
（
．
難
民
）
受
け
入
れ
の
法
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の

論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
今
日
で
は
、
「
難
民
問
題
」
が
人
道
的
性
格
を
も
つ
問
題
で
あ
る
と
の
認
識
は
広
く
行
き
わ
た
っ
て
お
り
、
わ
が
国
政
府
も
そ
の
よ
う
な
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
に
基
づ
い
て
こ
の
問
題
に
対
処
し
て
来
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
難
民
条
約
前
文
第
五
段
の
文
章
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
条
約

の
締
約
国
は
「
難
民
間
題
」
が
国
家
間
の
緊
張
の
原
因
と
な
り
う
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
こ
の
問
題
に
対
処
す
る
こ
と
を
も
約
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
「
難
民
間
題
」
は
「
平
和
の
間
題
」
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
わ
が
国
も
、
そ
の
よ
う
な
認
識
の
下
に
、

現
在
日
本
が
外
交
の
基
本
方
針
と
し
て
推
進
し
て
い
る
「
国
際
協
力
構
想
」
を
構
成
す
る
「
平
和
の
た
め
の
協
力
」
の
一
環
と
し
て
、
難
民
援

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

助
に
取
り
組
ん
で
来
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
「
難
民
問
題
」
は
、
「
人
道
上
の
間
題
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
平
和
の
問
題
」
で
あ
る
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
難
民
間
題
に
は
人
道
主
義
に
基
づ
い
て
対
処
す
る
と
い
う
考
え
方
を
育
ん
で
来
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
聖
書
に
は
、

　
　
　
　
　
　

「
寄
留
の
他
国
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
教
え
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
で
は
、
「
あ
な
た
は
寄
留
の
他
国
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
苦
し
め
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
い
い
、
レ
ビ
記
で
も
、
「
も
し
他
国
人
が
あ
な
た
が
た
の
国
に
寄
留
し
て
共
に
い
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
し
え
た

げ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
が
た
と
共
に
い
る
寄
留
の
他
国
人
を
、
あ
な
た
が
た
と
同
じ
国
に
生
れ
た
者
の
よ
う
に
し
、
あ
な
た
自
身
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

に
こ
れ
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
寄
留
の
他
国
人
」
と
は
、
戦
争
、
災
難
、
飢
謹
、
疫
病
、
殺
人
罪
、

そ
の
他
の
不
運
の
た
め
に
余
儀
な
く
自
分
の
居
住
地
（
国
、
部
族
な
ど
）
を
離
れ
、
他
の
場
所
（
他
国
、
他
部
族
1
つ
ま
り
イ
ス
ラ
エ
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

に
居
住
を
求
め
て
寄
留
し
た
者
（
部
族
あ
る
い
は
民
族
単
位
の
こ
と
も
あ
る
）
を
意
味
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
に
い
う
「
広
義
の
難

民
」
と
か
な
り
似
て
い
る
部
分
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
の
他
の
不
運
の
中
に
、
失
業
、
経
済
的
逼
迫
も
含
め
う
る
と
す
れ
ば
、
出
稼
ぎ
の
外
国
人

労
働
者
も
入
れ
て
考
え
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
と
も
あ
れ
、
「
寄
留
の
他
国
人
」
は
、
孤
児
、
寡
婦
と
同
じ
よ
う
に
弱
い
立
場
に
あ
る
者
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
人
達
す
べ
て
を
愛
し
、
親
切
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を
ほ
ど
こ
す
よ
う
に
と
の
神
の
こ
と
ば
を
聖
書
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
親
切
の
具
体
的
内
容
は
、
た
と
え
ば
、
出
エ
ジ
プ
ト
記
で
は
、

「
あ
な
た
は
六
日
の
あ
い
だ
、
仕
事
を
し
、
七
日
目
に
は
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
あ
な
た
の
牛
お
よ
び
、
ろ
ば
が
休
み
を
得
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

た
あ
な
た
の
は
し
た
め
の
子
お
よ
び
寄
留
の
他
国
人
を
休
ま
せ
る
た
め
で
あ
る
。
」
と
あ
り
、
申
命
記
で
は
「
三
年
の
終
り
ご
と
に
、
そ
の
年

の
産
物
の
十
分
の
一
を
こ
と
ご
と
く
持
ち
出
し
て
、
町
の
内
に
た
く
わ
え
、
あ
な
た
が
た
の
う
ち
に
分
け
前
が
な
く
、
嗣
業
を
持
た
な
い
レ
ビ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

び
と
、
お
よ
び
町
の
内
に
お
る
寄
留
の
他
国
人
と
、
孤
児
と
、
寡
婦
を
呼
ん
で
、
そ
れ
を
喰
べ
さ
せ
、
満
足
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

書
い
て
い
る
。
ま
た
、
レ
ビ
記
で
は
、
「
あ
な
た
が
た
の
地
の
実
の
り
を
刈
り
入
れ
る
と
き
は
、
畑
の
す
み
ず
み
ま
で
刈
り
つ
く
し
て
は
な
ら

な
い
。
ま
た
あ
な
た
の
刈
入
れ
の
落
穂
を
拾
っ
て
は
な
ら
な
い
。
あ
な
た
の
ぶ
ど
う
畑
の
実
を
取
り
つ
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
あ
な
た
の

ぶ
ど
う
畑
に
落
ち
た
実
を
拾
っ
て
は
な
ら
な
い
。
貧
し
い
者
と
寄
留
者
と
の
た
め
に
こ
れ
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
も
、
「
あ

な
た
が
た
の
地
の
穀
物
を
刈
り
入
れ
る
と
き
は
、
そ
の
刈
り
入
れ
に
あ
た
っ
て
、
畑
の
す
み
ず
み
ま
で
刈
り
つ
く
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

な
た
の
穀
物
の
落
ち
穂
を
拾
っ
て
は
な
ら
な
い
。
貧
し
い
者
と
寄
留
者
の
た
め
に
、
そ
れ
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
も
記
し

　
　
⑬

て
い
る
。

　
こ
う
し
た
親
切
を
受
け
る
「
寄
留
の
他
国
人
」
は
、
そ
の
寄
留
地
（
イ
ス
ラ
エ
ル
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
や
権
利
に
一
定
の
制
限
を
受

　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぺ

け
は
し
た
が
、
外
国
人
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
家
庭
の
保
護
を
受
け
、
イ
ス
ラ
エ
ル
社
会
の
一
成
員
と
な
っ
て
い
た
。
彼
等
は
、
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
従
属
的
家
族
と
併
記
さ
れ
、
家
族
の
一
員
と
し
て
待
遇
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
「
逃
れ
の
町
」
に
関
す
る
民
数
記
の
文
中
で
は
、
「
こ
れ
ら
の

六
つ
の
（
逃
れ
の
）
町
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
々
と
、
他
国
の
人
お
よ
び
寄
留
者
の
た
め
に
、
の
が
れ
の
場
所
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

べ
て
あ
や
ま
っ
て
人
を
殺
し
た
者
が
、
そ
こ
に
の
が
れ
る
た
め
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
他
国
人
と
の
間
に
全
く
差
を
設
け
て

　
　
⑯

い
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
聖
書
が
「
寄
留
の
他
国
人
」
に
度
々
言
及
し
、
彼
ら
に
対
す
る
親
切
を
説
い
て
い
る
理
由
は
、
一
つ
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族

自
身
が
か
つ
て
エ
ジ
プ
ト
の
地
に
お
い
て
寄
留
の
他
国
人
で
あ
り
、
そ
の
つ
ら
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
聖
書
自
身
の
記
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説論

　
　
　
　
　
　
　
　
の

述
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
は
、
彼
ら
が
エ
ジ
プ
ト
で
経
験
し
た
寄
留
の
他
国
人
と
し
て
の
つ
ら
さ
を
、
同
じ
境
遇
に

あ
る
他
の
者
へ
の
思
い
や
り
に
止
揚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
止
揚
」
を
可
能
と
し
た
の
が
、
「
あ
な
た
が
た
（
イ
ス
ラ
エ
ル
人
）

の
神
で
あ
る
主
、
神
の
神
、
主
の
主
、
大
い
に
し
て
力
あ
る
恐
る
べ
き
神
」
が
、
「
人
を
か
た
よ
り
見
ず
、
ま
た
、
ま
い
な
い
を
取
ら
」
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

公
正
さ
の
ゆ
え
に
、
「
寄
留
の
他
国
人
を
（
さ
え
）
愛
し
て
、
食
物
と
着
物
を
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
公
正
な
る
神
へ
の
彼
ら
の
信
仰
で
あ
っ
た
。

　
「
寄
留
の
他
国
人
を
愛
せ
よ
」
と
い
う
こ
う
し
た
要
講
は
、
古
代
の
い
か
な
る
民
の
律
法
に
も
見
ら
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
独
自
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
今
日
の
世
界
で
約
一
五
億
人
と
数
え
ら
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
つ
ま
り
五
〇
億
人
と
い
う
世
界
の
総
人
口
の
ほ
ぼ
三

割
を
占
め
る
人
々
が
聖
書
の
こ
の
教
え
を
知
り
、
こ
の
教
え
が
こ
の
人
達
の
外
国
人
や
難
民
に
対
す
る
も
の
の
「
考
え
方
」
、
あ
る
い
は
キ
リ

ス
ト
教
国
に
お
け
る
そ
の
受
け
入
れ
の
法
理
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
一
九
八
八
年
一
〇
月
現
在
で
、
百
万
人
を
わ
ず
か
に
越
え
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
、
日

本
の
人
口
約
丁
二
億
人
の
O
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
を
少
し
越
え
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
大
多
数
の
日
本
人
に
は
、
キ
リ
ス
ト

教
独
自
の
律
法
で
あ
る
こ
の
「
寄
留
の
他
国
人
へ
の
愛
の
要
請
」
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
心
中
に
あ

る
こ
と
も
充
分
に
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
実
が
、
日
本
で
受
け
入
れ
て
来
た
難
民
数
の
少
な
さ
、
広
義
の
難
民
を
大
幅

に
は
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
態
度
、
外
国
人
（
単
純
）
労
働
者
受
け
入
れ
問
題
に
つ
い
て
の
冷
た
い
対
応
に
、
あ
る
程
度
、
反
映
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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①
難
民
条
約
前
文
第
五
段
葡
半
参
照
。

②
『
時
の
動
き
』
平
成
二
年
三
月
一
五
日
号
五
五
頁
参
照
。

③
同
右
参
照
。

④
こ
の
言
葉
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
α
q
曾
と
い
う
名
詞
と
し
て
、
聖
書
内
に
九
二
回
使
わ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
語
で
は
、
「
異
邦
人
」
、
「
外

　
国
人
」
、
「
寄
留
者
」
、
「
寄
留
の
他
国
人
」
、
「
他
国
の
人
」
、
「
旅
の
者
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
訳
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
馬
場
嘉
市
編
『
新
聖
書
大
辞
典
』
一



外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

　
九
八
八
年
　
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
　
「
寄
留
の
他
国
人
」
の
項
参
照
。

⑤
第
二
二
章
第
二
一
節
。
こ
の
訳
文
は
、
日
本
聖
書
協
会
訳
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
同
じ
で
あ
る
。

⑥
第
一
九
章
第
三
三
・
四
節
。

⑦
故
意
で
な
く
、
偶
然
の
事
故
に
よ
っ
て
人
を
死
な
せ
た
よ
う
な
場
合
。
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
『
二
章
第
ニ
ニ
節
、
民
数
記
第
三
五
章
第
九
～
一
五
節
、
申

　
命
記
第
一
九
章
第
一
ー
二
二
節
、
ヨ
シ
ュ
ア
記
第
二
〇
章
第
一
～
九
節
な
ど
参
照
。
こ
れ
ら
の
箇
所
で
は
逃
れ
の
町
の
こ
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
殺
人

　
者
は
そ
こ
で
「
寄
留
の
他
国
人
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
た
。

⑧
前
出
『
新
聖
書
大
辞
典
』
内
の
「
寄
留
の
他
国
人
」
の
項
参
照
。
こ
う
し
た
寄
留
の
他
国
人
は
、
ソ
ロ
モ
ン
の
時
代
に
は
、
一
五
三
、
六
〇
〇
人
を
数

　
え
た
と
い
う
。
歴
代
志
下
第
二
章
第
｝
七
節
参
照
。

⑨
聖
書
で
は
、
こ
う
し
た
人
達
に
対
す
る
親
切
の
必
要
が
同
じ
と
こ
ろ
で
説
か
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
二
二
章
第
一
二
・
二
節
、
申
命

　
記
第
一
〇
章
第
一
八
節
な
ど
参
照
。
な
お
レ
ビ
記
第
一
九
章
第
一
〇
節
や
第
二
三
章
第
二
二
節
で
は
「
貧
し
い
者
」
と
寄
留
者
と
が
同
列
に
お
か
れ
て
い
る
。

⑩
第
二
三
章
第
一
二
節
。

⑪
第
一
四
章
第
二
八
・
九
節
。

⑫
第
一
九
章
第
九
二
〇
節
（
申
命
記
第
こ
四
章
第
｝
九
～
二
一
節
も
同
趣
旨
）
、
お
よ
び
第
二
三
章
第
二
二
節
。

⑬
ル
ツ
記
に
お
け
る
ボ
ア
ズ
の
ル
ツ
に
対
す
る
親
切
（
第
二
章
参
照
）
は
、
や
は
り
こ
の
寄
留
の
他
国
人
に
対
す
る
親
切
（
文
中
で
は
「
外
国
人
」
、
第
一

　
〇
節
参
照
）
に
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑭
た
と
え
ば
彼
ら
に
は
市
民
権
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
他
の
権
利
制
限
に
つ
い
て
は
、
前
出
『
新
聖
書
大
辞
典
』
の
関
係
項
目
参
照
。

⑮
同
右
参
照
。

⑯
第
三
五
章
第
六
節
、
第
二
～
一
五
節
等
参
照
。

⑰
た
と
え
ば
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
二
二
章
第
二
【
節
、
同
じ
く
第
…
二
章
第
九
節
、
レ
ビ
記
第
一
九
章
第
三
二
節
な
ど
の
記
述
を
参
照
。

⑱
申
命
記
第
一
〇
章
第
一
七
・
八
節
よ
り
。
同
一
九
・
二
〇
節
を
も
参
照
。

⑲
前
出
『
新
聖
書
大
辞
典
』
「
寄
留
の
他
国
人
」
の
項
参
照
。

⑳
『
ウ
ェ
ス
レ
ヤ
ン
聖
書
注
解
（
旧
約
編
）
』
第
一
巻
創
世
記
－
申
命
記
一
九
八
六
年
イ
ム
マ
ヌ
エ
ル
総
合
伝
導
団
三
四
八
頁
参
照
。

⑳
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
⊥
九
九
〇
年
版
』
「
世
界
の
主
要
宗
教
信
徒
数
」
（
一
九
八
九
年
度
ブ
リ
タ
ニ
カ
の
数
字
に
よ
る
）
で
は
、
キ

　
リ
ス
ト
教
徒
は
一
、
六
六
九
、
五
二
〇
、
四
四
〇
人
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
少
々
大
き
す
ぎ
る
数
字
と
思
わ
れ
る
の
で
一
応
一
五
億
と
考
え
た
。
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説

⑳
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
『
キ
リ
ス
ト
教
年
鑑
・

　
O
八
人
と
な
っ
て
い
る
。

一
九
八
九
年
版
』
「
キ
リ
ス
ト
教
勢
一
覧
」
に
よ
る
一
九
八
八
年
一
〇
月
末
現
在
の
数
は
、

、
〇
九
八
、

論

お
わ
り
に

　
わ
が
国
に
お
け
る
外
国
人
受
け
入
れ
の
歴
史
を
概
観
す
れ
ば
、
日
本
は
、
長
い
間
、
外
国
人
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
利
益

（
恩
恵
）
を
受
け
て
来
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
日
本
も
古
い
時
代
に
難
民
（
百
済
か
ら
の
亡
命
者
）
を
受
け
入
れ
た
り
、
新

し
く
は
中
国
の
孫
文
ら
を
亡
命
さ
せ
た
り
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
日
本
は
彼
ら
か
ら
技
術
を
教
え
ら
れ
た
り
、
労
働
力
の
補
充
を
受
け
た

り
、
む
し
ろ
利
益
を
得
て
い
る
し
、
孫
文
ら
の
亡
命
を
認
め
た
こ
と
も
、
将
来
の
近
隣
大
国
（
中
国
）
と
の
よ
り
よ
い
国
際
関
係
を
期
待
し
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界
の
端
に
位
置
す
る
日
本
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
、
外
国
に
与
え
る
こ
と
も
、
外
国
か
ら
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
、

ほ
と
ん
ど
な
く
来
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
第
二
次
大
戦
後
、
敗
戦
の
結
果
と
し
て
日
本
は
従
来
に
な
く
大
量
の
外
国
人
を
国
内
に
擁
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
戦

後
の
経
済
復
興
を
と
げ
、
経
済
大
国
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
始
め
て
か
な
り
の
外
国
人
が
日
本
に
積
極
的
に
受
け
入
れ
を
求
め
て
来
る

よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
貧
し
い
労
働
者
が
出
稼
ぎ
を
求
め
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
難
民
が
庇
護
を
求
め
て
来
る
も
の
で
あ
っ
た
り
し

た
。
し
か
し
、
外
国
（
人
）
に
何
か
を
与
え
る
と
い
っ
た
経
験
に
乏
し
く
、
「
寄
留
の
他
国
人
を
愛
す
る
」
と
い
っ
た
「
考
え
方
」
に
も
な
じ

み
の
な
い
日
本
は
、
日
本
の
旧
植
民
地
出
身
の
在
日
韓
国
人
・
朝
鮮
人
を
他
の
外
国
人
と
変
り
の
な
い
外
国
人
と
し
て
管
理
し
た
り
、
単
純
労

働
者
の
締
め
出
し
を
図
っ
た
り
、
難
民
に
つ
い
て
も
入
管
法
第
一
八
条
の
二
で
は
、
一
時
庇
護
上
陸
許
可
基
準
を
「
狡
義
の
難
民
」
認
定
基
準

よ
り
緩
和
す
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
「
迫
害
」
に
は
こ
だ
わ
っ
た
う
え
、
い
わ
ゆ
る
「
難
民
」
の
認
定
に
際
し
て
は
、
そ
の
基
準
を

あ
く
ま
で
厳
格
に
し
て
、
結
局
は
そ
の
受
け
入
れ
を
制
限
す
る
な
ど
、
さ
し
ず
め
外
か
ら
入
っ
て
来
る
外
国
人
（
・
難
民
）
に
つ
い
て
は
そ
の
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

受
け
入
れ
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
経
済
大
国
日
本
も
応
分
の
負
担
を
」
と
い

う
世
界
の
要
請
に
対
し
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
O
D
A
（
政
府
開
発
援
助
）
な
ど
で
そ
の
責
任
を
果
そ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
う
い
う
日
本
の
対
応
に
つ
い
て
、
「
日
本
は
、
金
は
出
す
が
、
人
は
入
れ
な
い
。
」
と
い
っ
た
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
、

日
本
が
国
内
に
外
国
人
を
入
れ
て
少
数
者
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
を
好
ま
ず
、
と
く
に
難
民
に
つ
い
て
は
、
日
本
が
こ
の
問
題
を
「
人
道
上
の

問
題
」
だ
と
い
い
な
が
ら
、
難
民
を
受
け
入
れ
て
人
問
的
に
ふ
れ
合
い
な
が
ら
間
題
解
決
を
図
る
よ
り
は
、
金
だ
け
出
し
て
現
地
で
難
民
間
題

が
処
理
で
き
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
で
関
係
地
域
（
又
は
世
界
）
の
安
定
が
保
た
れ
、
平
和
が
維
持
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
い
い
で
は
な
い
か

と
い
う
ー
「
難
民
間
題
”
平
和
の
問
題
」
と
い
っ
た
ー
見
方
を
よ
り
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
け
れ
ど
も
、
日
本
は
も
は
や
か
つ
て
の
よ
う
に
、
世
界
の
片
隅
に
あ
っ
て
ど
こ
か
ら
も
大
し
て
注
目
さ
れ
て
い
な
い
小
国
で
は
な
く
な
っ
た
。

今
や
、
日
本
は
押
し
も
押
さ
れ
も
し
な
い
経
済
大
国
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
大
国
に
ふ
さ
わ
し
い
負
担
」
を
求
め
ら
れ
て
い
る
日

本
の
、
と
く
に
「
難
民
間
題
」
の
よ
う
な
問
題
に
対
す
る
姿
勢
が
、
世
界
の
国
々
の
注
目
を
集
め
る
の
は
必
至
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
際
に
、

「
寄
留
の
他
国
人
に
対
す
る
愛
が
ど
れ
だ
け
示
さ
れ
る
か
」
が
、
世
界
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
国
家
）
か
ら
共
感
を
受
け
、

評
価
を
与
え
ら
れ
る
一
つ
の
基
準
と
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
、
日
本
の
「
国
際
化
」
は
、
案
外
、
こ
う
い
う
側
面
か
ら
計
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
た
と
え
ば
O
D
A
（
政
府
開
発
援
助
）
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
八
七
年
の
日
本
の
O
D
A
実
績
は
七
四
億
五
四
〇
〇
万
ド
ル
で
ア
メ
リ
カ
に
次
ぎ
世

　
界
第
二
位
と
い
う
。
も
っ
と
も
対
G
N
P
比
で
は
O
D
A
実
施
国
の
平
均
を
下
回
り
、
第
一
二
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
へ
の
反
省
か
ら
、
政

　
府
は
一
九
八
八
～
九
二
年
の
五
年
間
の
O
D
A
を
五
〇
〇
億
ド
ル
以
上
と
す
る
こ
ど
に
し
た
が
、
こ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
れ
ば
日
本
の
O
D
A
は
世
界
最

　
大
規
模
と
な
る
と
い
う
。
イ
ミ
ダ
ス
一
九
九
〇
年
版
よ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
九
〇
年
一
一
月
三
〇
日

一41一



論　　説

付表（1）日本における外国人登録者数 （人）

韓国・朝魚、羊（％） 中国（含台湾）（％） その他（％） 総数（％）

日召和25
544，903

（91．0）

40，481

　　（6．8）

13，312

　　（2．2）

598，696

　　　（100）

30
577，682

　　（90．O）

43，865

　　（6．8）

20，295

　　（3。1）

641，842

　　　（100）

35
581，257

　　（89．3）

45，535

　　（7．0）

23，774

　　（3．7）

650，566

　　　（100）

40
583，537

　　（87．6）

49，418

　　（7．4）

33，034

　　（5．O）

665，989

　　　（100）

45
614，202

　　（86．7）

51，481

　　（7．3）

42，775

　　（6．0）

708，458

　　　（100）

50
647，156

　　（86．0）

48，728

　　（6．5）

55，958

　　（7．5）

751，842

　　　（100）

55
664，536

　　（84．9）

52，896

　　（6．7）

65，478

　　（8．4）

782，910

　　　（100）

60
683，313

　　（80．3）

74，924

　　（8．8）

92，375

（10．9）

850，612

　　　（100）

62
673，787

　　（76．2）

95，477

（10．8）

114，748

　　（13．0）

884，025

　　　（100）

63
677，140

　　（72．0）

129，269

　　（13．7）

134，596

　　（14．3）

941，005

　　　（100）

平成元
681，838

（69．O）

137，499

　　（14．O）

165，118

　　（16．7）

984，455

　　　（100）

〔1）昭和60年までの数字は、法務省入国管理局『昭和61年度版　出入国管理一変貌

　する国際環境の中で一』　P．225による。

（2）昭和62年の数字は、法務省入国管理局パンフレット（平成元年2月）P。11による。

（3〉昭和63年の数字は、総務庁『日本の統計』1989年版による。

（4）平成元年の数字は、法務省福岡入国管理局鹿児島出張所へ筆者が問い合わせて得

　たもの。

（5）昭和60年国勢調査による日本の人口121，049千人に対する同年度の外国人の比は、

　142．3：1にすぎない。
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

付表（2）ボートピープルの日本への上陸数

　　人

1200

1000

800

600

400

200

0

978人
7月6日現在

75　77　79　81　83　85　87 89

年
『レフユジーズ』No．191989年7・8月号

UNH：CR駐日事務所発行　P．5より。

なお、1989年末現在のボートピープルの日本への上

陸数は、直接・間接を含めて、3498人である。付表
（3）参照。
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説論

付表（3）1989年ボート・ピープル等上陸一覧 平成2年2月16日現在
　　（法務省調べ）

ケース 救助月日 船籍船名（直接到着含む） 上陸港 上陸月日 上陸者数 月計 累計数

1 1／2 フィリピンENCLONG 三角港 1／4 1 1 1

2 3／8 日本　　　　日精丸（下松丸） 横浜港 3／20 35 35 36

3 4／2 デンヤーク　　DORTHE　MAERSK 水島港 4／11 31 67

4 4／17 英国　　　CARDIGAN　BAY 神戸港 4／24 49 80 116

5 5／7 ノルウェー　　　M／T　DIDO 横浜港 5／15 40 156

6 5／9 米国　　　　　LNG　ARIES 姫路港 5／15 38 194

7 5／15 日本　　CO－OP　SUNSHINE 坂出港 5／20 28 222

8 5／18 デンマーク　DAGMAR　MAERSK 大分港 5／23 20 242

9 5／18 日本　　あけぼの丸 徳山港 5／24 37 279

10 5／29 長崎県五島美良島漂着 佐世保港 5／30 107 270 386

（109名〔107名〈2名送還＞〕）

11 6／2 米国　　LNG　CAPRICORN 堺　港 6／6 173 559

12 6／3 アラフ首長匡漣i邦AL　DHIBYANIYYAH 苫小牧港 6／13 43 602

13 6／4 リベリア　NORMAN　LADY 富津港 6／10 38 640

14 6／16 長崎県五島福江島漂着 佐世保港 6／16 105 745

（106名〔内106名〕）

15 6／21 長崎県五島折島漂着 佐世保港 6／21　100　　459　　845

（100名〔内100名〕）

16 7／2 米国　　　　LNG　ARIES 戸畑港 7／6 133 978

17 7／26 フィリピン　HUAL　CREMENCITA 佐世保港 7／29 1 134 979

18 8／8 長崎県生月島漂着 佐世保港 8／8 151 1130

（147名〔内147名〕）

19 8／8 長崎県五島灘漂流中巡視船救助 佐世保港 8／8　　　　129　　　　　　　　　　1259

（119名〔内119名〕）

20 8／10 パナマ　　BOLNES 大阪港 8／15 26 1285

21 8／14 長崎県五島福江島漂着 佐世保港 8／14 137 1422

（137名〔内137名〕

22 8／19 沖縄県沖航行中巡視船救助 那覇港 8／20　229　　　　　1651

23 8／21 沖縄県尖閣列島海域航行中巡視船救助 那覇港 8／23 124 1775

24 8／21 矧奇県五島列島沖航行中巡視船救助 佐世保港 8／22 134 1909

（64名〔内64名〕）

次頁につづく
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

ケース 救助月日 船籍船名（直接到着含む） 上陸港 上陸月日 上陸者数 月計 累計数

25 8／28 長崎県五島列島白瀬島沖航行中巡視船救助 佐世保港 8／29 204 2113

（160名〔内160名〕）

　
　
ー

62 8／28 沖縄県尖閣列島海域航行中巡視船救助 那覇港 8／29　124　　　　　2237

（125名〔内80名〈66名送還＞〕）

27 8／29 鹿児島県徳之島沖航行中巡視船救助 鹿児島港 3／30　102　　　　　2339
（103名〔内61名〈41名送還＞〕）

28 8／29 長崎県五島列島大瀬崎沖航行中巡視船救助 長崎港 8／30　103　　　　　2442

（51名〔内51名〕）

29 一　　　一 熊本県牛深市魚貫崎海岸に不法上陸 8／30　167　1630　2609
（104名〔内104名〕）

30 8／31 島根県浜田沖航行中巡視船救助 境　港 9／1　　105　　　　　2714

（81名〔内81名〈68名送還＞〕）

31 8／31 鹿児島県臥蛇島航行中巡視船救助 神戸港 g／4　　14g　　　　　2863

（93名〔93名〈92名送還〉〕）

32 9／1 沖縄県慶良問諸島阿嘉島沖航行中巡視船救助 那覇港 9／2　　55　　　　　2918

（23名〔内23名〕）

33 一　　　一
長崎県長崎市海岸（小江港）に不法上陸 9／3　　32　　　　　2950

（32名〔内32名〈32名送還＞〕）

34 9／27 沖縄県久米島付近航行中巡視船救助 那覇港 9／27　231　　　　　3181

（200名〔内200名〕）

35 9／29 長崎県五島列島福江島付近航行中巡視船救助 長崎港 9／29　　38　　610　3219
（38名）

36 10／12 沖縄県西表島鹿川湾付近巡視船救助 博多港 10／18　153　　　　　3372
（152名〔内10名〕）

37 10／26 鹿児島県枕崎市沖巡視船救助 鹿児島港 10／28　125　　278　3497
（124名〔内21名〕）

38 11／20 米国船　　LNG　GEMINI 堺　港 11／24　　　　　1　　　　　　1　　　3498

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海上救助　16件694名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　直接到着　22件2804名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計38件3498名

注）1．上陸者数下（）人数は、現在法務省入国管理局の違反者用収容施設に収容され
　　　　ている者（法務省入国管理局違反者収容施設等）で、合計1767名（中国へ送還さ
　　　　れた301名は除く）。

　　2．上陸者数下の〔〕内人数は、退去強制令書発付者数で、合計1395名（中国へ送
　　　　還された301名は除く）。

　　3．上陸者数下の〈〉内人数は、中国へ送還された人数で、合計301名。
　　4．9月13日以降ボートピープル上陸者　548名
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論　　説

付表（4）1989年12月15日改正前後の在留資格対照表

別表 （新）在留資格 改正前の在留資格（通称）

1－1

1
2
3
4
5
6

外交

公用

教授

芸術

宗教

報道

4－1－1（外交〉

4－1－2（公用）

4－1－7（教授）

4－1－8（芸術・文化）

4－1－10（宗教）

4－1－11（報道）

1－2

7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6

投資・経営

法律・会計業務

医療

研究

教育

技術

人文知識・国際業務

企業内転勤

興業

技能

4－1－5（商用）

　〔新設（1〉〕

　〔新設（2）〕

　〔新設（3）〕

　〔新設（4）〕

4－1－12（技術提供）

　〔新設（5）〕

　〔新設（6）〕

4－1－9（興業）

4－1－13（熟練労働）

1－3 17

18

文化活動

短期滞在

　〔新設（7）〕

4－1－4（観光等）

1－4 19

20

21

22

留学

就学

研修

家族滞在

4－1－6（留学）

　〔新設（8）〕

4－1－6の2（研修）

4－1－15（被扶養者〉

1－5 23 特定活動 4－1－16－3（特定の在留資格者）

H 24

25

26

27

28

永住者

日本人の配偶者等

永住者の配偶者等

平和条約関連国籍離脱者の子

定住者

4－1－14（永住）

4－1－16－1（日本人の配偶者等）

　〔新設（9）〕

4－1－16－2，法126号第2条第6項の該当者の子

　〔新設⑯〕
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付表（5）外国人入国者・日本人出国者の推移

騒

800

700

600

500

400

300

200

100

一

第　　　　8・426・857

一日本人出国者
一一外国人入国者

次
オ
イ
ル
シ
ヨ
ツ
ク
↓

オ
イ
ル
ツ

平
和
条
．

東
京
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
↓

万ジ

国穿一書
博ボ 4，948，365

蟻一了
会航

3，909，333

約
発
効

↓ 2，414，447

　　　　ρo’

1’

↓

775，061

2，466，326
　　’　ρノ　2，259，894
♂4

癬ll：9・・638－146，881－291，30g＿
　　　　76，214　158，827
　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　一儒一一　　一一“一　ロー

　　　馬齢一ρ一一軸，
一　一

一　663，467

　　”瞬’

780，298

’1，295，866

昭和27 30 35 40 45 50 55 60

1，000万人

goo万人

800万人

700万人

600万人

500万人

400万人

300万人

200万人

100万人

63平成2年

『時の動き一政府の窓』平成2年3月15日号

総理府編集・大蔵省印刷局発行　P．13所載

平成2年の数は、1990年11月28日付朝日新聞関連記事参照。

同記事によれば、外国人入国者数は、11月27日で300万人に達し、日本

人出国者数が1，000万人に達するのも秒読み段階に入ったという。
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論　　説

付表（6）’90世界の難民状況

oo

人
5
万

1000

500

0

アジア 677万3365人

アフリカ 458万7272人

北米 138万0200人

ヨーロツノマ 74万5225人

ラテンアメリカ 119万7042人

オセアニア 9万5120人

合計 1477万8224人

1989年1月1日UNHCR調べ
UNRWA（国連パレスチナ難民救済事

業機関）の管轄下にあるパレスチナ難

1976777879808182838485868788年民、および、UNBRO（国連国境救援

機関）の管轄下にあるカンボジア避難

民は含まれていない。

『レフユジーズ』No．22　1990年1・2月号10・11頁より。

付表（7）難民認定申請及び処理数

申請数
処　理　数 未処理数

妻刃　　　　　｛
ロ心　　　　疋 不認定

昭57 580 67 40

58 44 64 178

59 60 30 113

60 31 10 28

61（1－6） 9 0 1
計 674100％ 17125．37％ 36053．41％ 14321．21％

法務省入国管理局

『出入国管理・昭和61年度版』P．134より

〔罵羅聯驚灘継鍔銭〕
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外国人（・難民）受け入れの法理とその基礎にあるもの

付表（8）定住者の国籍別内訳

　　　　分類
国籍 元留学生 OD　P 海外 国　内 計

ヴィエトナム 625 454 795 2，701 4，575

ラ　　オ　　ス 73 0 868 0 941

カンボデイア 44 0 1，047 0 1，091

計 742 454 2，710 2，701 6，607

（注）定住者には、本邦定住後の出生数は含まれていない。

　　国人資料90－10より転載。
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